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國

防

國

家

の

概

念

わ

た

く
し

は
、

昭

和

十

四

年

四

月

號

の
某
雑

誌

に

お

い

て
、

初

め

て

「
國
防

國

家

」

こ

い

ふ
言

葉

を

用

ゐ

九

。
し

か
し

、

そ

れ
は

「
全

謄

主

義

」

ご

い

ふ
言

葉

よ

b
も

、

そ

の
方

が
適

切

だ

と

い

ふ
意

味

か

ら

で

あ

つ
た

。
(
註

襯
)
し

た

が

つ
て
、

當

時

か
ら

、

わ

た

く

し

は

、
國

防

國

家

を
、

一
つ
の
國

家

膿

制
と
し
て

よ

り
も

、

む

し

ろ

政

治

原

理

と
し

て
、

考

へ
て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

(
註

刷
)

「
國
防
國
家

と
革
新
政
党

」
(
『
改
造
』
)
そ

こ
で
、
次

の
や
う

に
蓮
べ
た
。

「
:
:
・
:
・
も

つ
と
も
、
私
は
全
盟
主
義

と

い
ふ
よ
り
も

『
國

國
日防
國
家
}
の
概
念

●
政
策

・
構
造

八
七



法

政

研

究

第
十
一巻

第
二
號

八
八

防
國
家
』
と

:
:
い
ふ
観
念
を
用
ひ
た
方
が
よ

い
と
思

つ
て
ゐ
る
。
國

防
國
家
は
職
時
態
勢
國
家

(
こ
の
表
現
は
不
正
確
で
あ
る
)
で
あ

つ
て
》

國
家

の
す
べ
て
の
要
素
を
、
た
だ

一
に
職
闘
目
的
の
た

め
に
統
合
す
る
。
全
體

主
義

は
、
當
然
そ

こ
に
必
要
な
原
理
で
は

あ
る
が
、
全
燈
主
義

と

い
ふ
言
葉
は
、
む
し
ろ
自
由
放
任
主
義

や
機
能
主
義
的
政
治
親

や
階
級
主
義
に
対
立

す
る
原
理
で
あ

つ
て
、
職
岡
目
的
と

い
ふ

こ
と
を
明
白

に
表
現
し
て
ゐ
な

い
。

現
時

の
國
家

が
、
全
髄
主
義
を
採
用
す

る
と

い
ふ

こ
と
は
、
何
も
こ
わ
ま
で

の
政
治
融
會
原

理
が
、
間
違

つ
て
ゐ
た
と
か
ど
う
と
か
云
ふ
た
め

で
は
な
し

に
、
た
だ
現
時

の
國
家
が
、
國
際
職
璽
を
目
的
と
し
て
編
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な

つ
た
た
め
で
あ
る
。

故

に
全
燈
主
義
と
云

ふ
空
疎

な
観
念
よ
り
も
、
も

つ
と
具
體
的

な
も
の
を
示
し
て
ゐ
る
國
防
國
家
と

い
ふ
言
葉

の
方

が
、
端
的
で
あ
つ
て
、
し

か
も
安
當
で
あ
る
と
思
ふ
。

そ
し
て
杢
燈
主
義
に
も
種

々
の
階
梯
が

あ
る
が
、
國
防
國
家

に
も
、
各
種

の
発
展
段
階
が
あ
る
の
で
あ

つ
て
、

こ

わ
を
全
體

主
義
と

い
ふ
や
う
な
、
簡
単

な
内
容
で
示
す

こ
と
は
、
よ
く
な

い
と
思
ふ
。
特

に
全
髄
主
義
は
、
ド
イ
ツ

で
は
指
導
者
主
義
と
同

一

観
念

に
な

つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
な
ど

で
は
、
指
導
者
主
義
は
、
實
際

に
委
當
し
な

い
。

と
に
か
く
端
的
に
、
國
防
國
家
と

い
つ
た
方
が

誤
解

や
誤
謬
が
少

い
の
で
あ
る
。
」

全
體

主
義

と
國
防
國
家
ε
を
、
同

一
観
念

ε
見
る
こ
と

が
正
し
い
か
否
か
は
、
後
論
に
譲
る
と
し
て

、
こ
曳
で
明
な
や
う
に
、
國

防
國
家
は
、
た
ゝ
単
に

職
時
態
勢
國
家
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
戦
争
を
目
的
こ
す
る
、
國
家
政
策
上
の
、

一
つ
の
原
理
的
立
場
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

最
近
、
國
防
國
家
に
關
す
る
論
説
が
、
影
し
く
現
は
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
國
家
の
政
體
機
構
ご
し
て
、
國
防
國
家
を
観
念
す

る
も
の
が
少
く
な
い
や
う
に
認

め
ら
れ
る
。

(註
二
)

(
註

二
)

菊
池
勇
夫

「
國
防
國
家

の
経
済
統
制

法
」
(『
統
制
経
済

』

一
の
二
)

に
お

い
て
、

「
國
防
國
家
燈
制
は
、
何
時
で
も
職
時
総
動
員

の
幾
制

に
入
り
得

る
や
う
に
、
國
家

の
総
力
を
國
防
目
的

へ
集
中
し

て
整
備

し
た
機
構
で
あ
る
。
」
(
二
頁
)
と
定
義

さ
れ
た
。

こ
れ
は
極
め
て
正
確

な
定

義

で
あ
る
が
、
燈
鋼
叉
は
機
構
と
さ
れ
た
黙

に
疑
問
が
さ
し
は

さ
ま
れ
る
。
近
衛
首
相
の
新
艦
制
聲
明

(
註
三
五
そ

の
他
参
照
)

に
お
い
て
は



「
高
度
國
防
國
家

の
盟
制
を
整

へ
る
」

と
蓮

べ
ら
れ
て
を
り
、

國
防
國
家
を
艦
制
と
見
る

こ
と
は
㍗

一
班
の
見
解

で
あ
る
。
後
出

ハ
ー
ゼ
ル

マ

イ
ヤ
ー
の
定
義

も
亦
さ
う
で
あ
る
。

國

防

國

家

が
、

國

家

の
態

勢

叉

は

盟

制

の
問

題

で

あ

る
よ

り

も

、

む

し

ろ

、
更

に

基
本

的

な

、

政

治

原

理

の
立

場

で

あ

り
、

政

策

方

針

で

あ

る

と

い

ふ
こ

と

は
、

わ

た

く
し

は

、

こ
れ

を

そ

の

翌
月

の

某
雑

誌

に
詳

述

し

て
置

い
た

。

(
註
三
)

(
註
三
)

(
「
革
新
」
・
「
公
論
」
の
前
身
)

「
『
國
防
國
家
』
と
資
本
主
義

」
昭
和
十
四
年
五
月
號

一
五
頁
以
下

に
、
次

の
や
う
に
書

い
て
置

い
た
。
す

な
は
ち
第
十
九
世
紀

の

「
軍
事
國
家
」
(
M
i
l
i
t
a
r
s
t
a
a
t

)

も
亦

「
法
治
國
家

や
文
化
國
家

や
警
察
國
家
な
ど
と
同
じ
く
、
國
家
目
的

理
論

の

一

っ
で
あ
る
」
と
云
ひ
、
法
治
國
家

や
文
化
國
家

や
警
察
國
家
と

の
異
同
を
蓮

べ

「
戦
争
そ
の
も

の
を
目
的
と
す

る
」
國
家

が
、
軍
事
國
家
で
あ

る

こ
と
を
説
き
、
そ
し
て

こ
の
第
十
九
世
紀

の
軍
事
國
家
が
、
賓

本
主
義

の
現
時

の
態
勢

に
想
慮
し

て
、
國
防
國
家
に
発
展

し
た
所

以
を
説
明

し
た
の
で
あ
る
。

科

學

的

術

語

で
表

現

す

れ
ば

、

國

防

國

家

は

、

政

治

目

的
論

上

の
原

理

に
外

な

ら

な

い

の
で

あ

る
。

次

に
わ

た

く

し

が

、

國

防

國

家

と

い

ふ
言
葉

を

、

用

ひ

た

に

つ
い

て
は

、

た

璽
軍

に

「
國

防

」

と

い

ふ

こ

と

が
近

時

盛

ん

に
唱

へ

ら

れ

て

ゐ

る

と

こ

ろ

か

ら
、

思

ひ

つ

い
た

に
す

ぎ

な

い

の
で

あ

る
が

、

そ

の
後

こ

の

用
訴

は
、

す

で

に

ド

イ

ツ

の

ナ

チ

ス
で
用

ひ

ら

れ

て
ゐ

る

こ

と

を
知

っ
た

。

そ

れ

は

、
G
r
u
n
d
l
a
g
e
n
,
 
A
u
f
b
a
u
 
a
n
d
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 
d
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s
o
z
i
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
S
t
a
a
t
e
s

の
中

に
寄

せ
ら

れ

て

ゐ

る
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
H
a
s
e
l
m
a
y
e
r
 
�
 
W
e
h
r
s
m
a
c
h
t
 
"

の

う

ち

に
、

そ

れ

が

あ

る

こ

と

で

あ

る
。

し

か

も

、

そ

こ
で

は
、

正
確

に
國

防

國

家

の
概

念

が

示

さ

れ

て

ゐ

る
。

(
…旺
四
)

國

防
國
家

の
{概
念

・
政
〃策

・
辿構
拙湿

八
九



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
二
號

九
〇

(註
四
)

日
本
語
課

「新
獨
逸
國
家
大
系
」
第
三
巻
・
政
治
篇
3

「國
防
軍
」
参
照
三
五
頁
。

そ
こ
に
は
、
次
の
如
く
定
義

さ
れ
て
ゐ
る
。

「
斯
の
如
き
歌
況
に
於
て
は

一
國
の
安
全
保
障
は
最
早
國
防
軍
が
如
何
に
精
鋭
で
あ
ら
う
と
も
國
防
軍
だ
け
の
建
設
で
は
足
れ
り

と
し
な
い
、
寧
ろ
全
國
民
が
國
防
の
任

に
當
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
斯
く
て
昔
克
く
使
は
れ
た
武
装
せ
る
國
民

を
遙
か
に
超
越
し
九
國
防
國
民

な
る
概
念
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
近
代
的
要
望
に
合
致
し
て
正
し
く

組
織
し
指
導
せ
ら
る
ゝ

國
家
を

『
國
防
國
家
』

と
呼
ぶ
の
も
亦
故
あ
る
哉
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
職
業
軍
人
暦
が
、
政
権
を
把
握
し
て
之
を
行
使
す
る
國
家
を
意
味
す
る

「軍
人
國
家
」

の
謂
で
は

な
く
、
國
家
の
全
機
能
が
、
最
高
度
の
封
外
的
抵
抗
力
を
保
護
す
る
如
く
調
整
せ
ら
れ
、
叉
同
時
に
國
民
の
各

々
が
國
防
の
爲
其
の

双
肩
に
か
か
つ
て
居
る
義
務
を
十
分
に
自
畳
し
て
、
之
が
履
行
の
爲

に
は
、
滅
私
奉
公
の
誠
を
以
て

一
身
を
捧
げ
る
畳
悟
あ
る
國
家

の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
ょ
つ
て
見
る
に
、
ナ
チ
ス
で
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
國
防
國
家
、
現
時
の
國
際
戦
争

が
、
と
く
に
宣
傳
戦

経
済

職

及
び
心
戦

に
お
い
て
、高
度
化
し
九
玉
め
に
、
所
謂
、
絡
力
職

と
な
り
、
國
際
戦
争

は
、
最
早
、
軍
人
の
仕
事
に
と
璽
ま
る
の
で
な
く
、
所
謂
、
國
民
的
國
防
軍

が
、
所
謂
、
職

業
的
國
防
軍

の
外
に
、
重
要
な
地
位
を
占
め
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
必
要
に
な
つ
て
き
九
の
で
あ
る
と
い
ふ
の

で
あ
る
。

(能
五
)

Seite 
20. (B

d.  II. 
G

ruppe 
I. 

B
eitrag 

30.)

(W
ehrhaftes 

V
olk)

(V
olk 

in 
W

affen)

(W
ehrstaat)

(Soldatenstaat)

(Propagandakrieg)

(W
irtschaftskrieg)

(Seelenkrieg)
(T

otaler 
K

rieg)

(V
olksw

ehr)

(R
eichsw

ehr)



こ
ゝ
に

は
、
明

に
國
際
戦
争

の
形
態
が
、
近
時
と
み
に
変

つ
で
き
た
こ
と
玉
、
そ
の
九
め
に
、
戦
争

を
戦

ふ
國
家
の
膿
制
が
変
化

し
た
こ
と
が
、
指
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(註
五
)

同
書
・
三
四
頁
。

σ國
防
國
家
が
、
か
や
う
に
國
際
戦
争

と
結
び
つ
い
忙
観
念
で
あ
る
こ
と
は
、

云
ふ
ま
で
も
な
い
け
れ
ざ
も
、

上
掲

の
拙
論

「『
國

防
國
家
』
と
資
本
主
義
」
で
明
に
し
た
や
う
に
、
最
近
の
資
本
主
義
社
會
態
勢
、
並
に
、
そ
れ
に
關
聯
し

て
現
れ
て
き
た
所
謂
、
革

新
主
義
運
動
と
、
ま
た
基
本
的
な
關
聯
が
あ
る
こ
と
も
、
見
の
が
し
得
な
い
窯
で
あ
る
。

か
く
し
て
今
日
、
國
防
國
家
と
革
新
主
義

と
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
要
望
が
、
屡

々
諸
種
の
言
論
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
國
防
國
家
が
、
ま
さ
に
、
単
な
る

盟
制
を
1

國
家
政
盟

の
組
織
形
式
を
意
味
す
る
も
の
で
な
し
に
、
む
し
ろ
現

代
の
政
治
原
理
の
新
し
い
方
向
を
ー

す
な
は
ち
既
存
の
政
治
原
理
に
対
す

る
新
し
い
批
判

と
転
回

と
を
意
味
し
て
ゐ
る
こ
と
を
示

し
て
ゐ
る
。

國
防
國
家
、
政
治
原
理
の

一
種
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
當
然
、
既
存
未
存
の
政
治
原
理
に
対
立
す

る
観
念
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
。
す
な
は
ち
、
法
治
國
家

(
R
e
c
h
t
s
s
t
a
a
t

)
警
察
國
家

(
P
o
l
i
z
e
i
-
,
 
W
o
h
l
f
a
h
r
t
s
s
t
a
a
t

)
文
化
國
家

(
K
u
l
t
u
r
s
t
a
a
t

)
叉
は
経

濟
國
家

(
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
s
t
a
a
t

)
な
ざ
は
、
す
で
に
從
來
屡

々
實
践
又
は
主
張
さ
れ
て
き
た
政
治
原
理
で
あ
る
が
、
國
防
國
家
も
亦
こ

れ
ら
に
伍
し

て
、
特
殊
な
政
治
原
理
と
し
て
の
立
場
を
占
め
る
。

瀾
H防
國
家
㌍の
概
念
・
政
笛
飛
・
構
…出氾

・九
一



も
と
よ
り
國
防
國
家
は
、
か
や
う
な
政
治
原
理
に
つ
い
て
の
理
論
と
考

へ
る
こ
と
が
安
當
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
政
治

原
理
の
獲
動
と
し
て
の
政
策
並
に
國
家
賂
制
の
上
に
、
國
防
國
家
と
し
て
の
特
徴
と
着
色
と
が
現
は
れ
て
く
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も

な
い
。
し
九
が
つ
て
、
國
防
國
家
を
、

一
つ
の
政
策
上
の
特
性
、
叉
は
國
家
組
織
上
の
観
念
と
見
る
こ
と
が
、
全
然
、
的
を
は
す
れ

て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
む
し
ろ
、
國
防
國
家
と
い
ふ
観
念
は
、
こ
れ
を
今
少
し
く
基
本
的
な
も
の
と
し
て
、
國
家
目
的
叉
は

政
治
目
的
の
原
理
上
の
観
念

と
し
て
、
と
り
あ
げ
た
方
が
、
間
違
ひ
な
い
だ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
上
に
引
用
し
た

ハ
ー
ゼ
ル
マ
イ
ヤ
ア
の
、
國
防
國
家
に
対
す

る
定
義
も
、

い
ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
云

へ
な
い
。
そ
れ
は
、
軍
に
戦
争

を
目
的
と
す
る
國
家
燈
制
の
、
現
代
的
特
徴
を
あ
げ
て
、
國
防
國
家
を
規
定
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。

(
二
)

國

防

國

家

の

政

策

國
防
國
家
が
、
政
治
目
的
の
原
理
に
關
す
る
観
念
で
あ
る
と
い
ふ
見
解
に
俘
ひ
、
次
に
そ
の
内
容
を
検
討
し
て
見
る
必
要
が
起
る

ρ
で
あ
る
。

政
治
目
的
に
つ
い
て
の
既
存
叉
は
既
往
の
原
理
は
、
前

に
あ
げ
た
や
う
に
、
次
の
や
う
な
も
の
で
あ

つ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
次

に

あ
げ
る
や
う
な
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
目
的
原
理
を
持
つ
て
ゐ
た
。

(
一
)
警
察
輻
耐
國
家
-

一
般
的
幅
社

(
W
o
h
l
f
a
h
r
t
,
 
f
e
l
i
c
i
t
u
s

)



(
二
)
法
治
國
家
-

個
人
的
自
由
、

(
三
)
文
化
國
家
i

國
民
教
育

・
國
民
道
徳
、

(四
)
経
済
國
家
-

杜
會
生
活
の
公
正
、

警
察
國
家

が
、

マ
ア
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
原
理
た
る
こ
と
、
並
に
法
治
國
家
が
、
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
乃
至
自
由
主
義
の
原
理
で
あ
る

こ
と
は
、
今
更
説
明
の
要
は
な
い
が
、
文
化
國
家
及
び
経
済

國
家

に
つ
い
て
は
、
極
め
て
素
宋
な
観
念
が
横
行
し
て
ゐ
る
の
で
、
と

く
に
注
意
を
願
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

文
化
國
家
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
が
、

『
獨
逸
國
民
に
告
ぐ
』
に
お
い
て
高
調
し
た
精
神
、
並
に
へ
ー
ゲ
ル
の

『
法
律
哲
學
綱
要
』
叉
は

『
歴
史
哲
墨
講
義
』
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
國
家
論
を
意
味
す
る
こ
と
も
問
題

は
な
い
が
、
そ
の
目
的
内
容
は
、
輩
な
る

「
文
化
」

で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
「
國
民
道
徳
」
の
確
立
を
目
的

と
す
る
、
「
國
民
教
育
」
の
完
成
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
國
民

道
徳
と
は
、
「愛
國
心
」
の
漏
養
を
目
的
と
す
る
規
範
観
念
で
あ
り
、

へ
ー
ゲ
ル
の
言
葉

に
よ
れ
ば
、

國
民
と
し

て
、
そ
の
國
家
を

完
成
し
よ
う
と
す
る

、
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
 
 
G
e
s
i
n
n
u
n
g

で
あ
る
と
、
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(証
六
)

ま
た
経
済

國
家
は
、
極

め
て
未
完
成
な
概
念
に
す
ぎ
な
い
け
れ
こ
も
、
多
く
の
場
合
に
は
、
社
會
民
主
主
義
國
家
を
意
味
し
、「
社

會
國
家
」
(
s
o
z
i
a
l
s
t
a
a
t

)
「
労
働
者
國
家
」
(
A
r
b
e
i
t
e
r
s
t
a
a
t

)

な
ざ
と
同
じ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
乃
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
、

今
少
し
廣
汎
な
意
味
で
、
上
述
の
や
う
に
、
こ
れ
を
社
會
生
活
の
公
正
を
目
標
と
す
る
原
理
の
意
味
に
用
ひ
た
い
と
思
ふ
。
現
代
資

本
主
義

が
、
絵
め
に
も
公
正
を
無
視
し

て
能
率
本
位
に
堕
し
た
と
こ
ろ
の
反
動

と
し
て
、
こ
こ
に
か
や
う
な
原
理
が
、
新
し
く
要
請

國
防
國
家
の
概
念
.
政
策
.
構
造

九
三
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九
四

さ
れ

て
ゐ

る

と
考

ら

れ

る

か
ら

で

あ

る
。

(
証
七
)

(
註
六
)

カ
ト
リ
ツ
ク
教
會

の
國
家
的
政
治
原
理
に
つ
い
て
も
、

「
文

化
國
家
」
叉
は

「
文
化
的
政
治
國
家
」
が
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

例

へ
ば
、
ド

.

イ
ツ
の
奮

「
中
央
党
」

「
バ
イ

エ
ル

ン
國

民
黛
」
な
ど
の
、
政
治
原
理
に

こ
わ
が
見
出

さ
れ
る
。

(拙
著

「
政
治
統
制
論
」
参

照
。)

(
註
七
)

拙
著

「
政
治
統
制
論
」
(
政
治
統
制
目
的
論
)

・

(
拙
著

「
政
治
學
「
(
朝
日
新
講
座
第

一
巻
)
参
照
。

こ
れ

ら

の
各

政

治

目

的
原

理

に
対
立

し

て
、

國
防

國

家

が
、

特

徴

づ

け

ら

れ

る

の
で

あ

る

が

、

現

に
國

防

國

家

は
、

法

治

國

家

を

現
實

的

な

土
豪

と
し

て
焚

生

し

て
來

た

た

め

に
、

法

治

國

家

と

の
関
係

が

、
最

も

重

要

で

あ

る

。

こ
こ

に
お

い

て
、

先

づ

わ

た

く
し

は
、

國

防

國

家

が
法

治

國
家

に
対
し

て
、

い

か
な

る
特

…徴
を

有

す

る

か
を

明

に
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

し

か
し

、

こ

れ
を

な

す

に

は
、

先

づ

、
法

治
國

家

の
原

理

内

容

を

明

確

に
し

て
置

く

こ

と
が
先

決

問

題

で

あ

る

で

あ

ら

う
。

何

と
な

れ
ば

、

法

治

國
家

は

、

す

で

に
鹸

り

に
も

人

ロ

に
瞼

表

し

て

は

ゐ

る

が
、

そ

の
内

容

に

つ

い

て
は

、

必

す
し

も
異

つ
た
見

解

が
、

行

は

れ

て

ゐ
な

い
わ

け

で

は
な

い

か
ら

で
あ

る
。

法

治

國

家

と
法

治

主
義

と

は
、

同

一
観

念

で

あ

る

。
外

國

語

で

は
、

か
や

う
な

文

字

上

の
区

別

は

な

い
。
単

に
R
e
c
h
t
s
s
t
a
a
t
�



の
あ
る
こ
こ
ろ
、
必
す
法
が
あ
り
、
政
治
権
力

の
焚
動
す
る
ご
こ
ろ
、
必
ず
法
を
も
つ
て
す
る
。

「
人
が
治
め
す
し

て
法
が
治
め
る
」
ご
い
ふ
こ
ご
の
眞
意
は
、
む
し
ろ
、
國
家
組
織

上
の
最
高
の
要
素

が
、
人
で
あ
る
か
、
或
は

法
で
あ
る
か
ご
い
ふ
問
題
に
対
す
る
、
法
の
優
越
性
を
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
極
簡
単

な

(し
た
が
つ
て
誤
解
に
陥
り

易
い
)
表
現
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
法
主
権
」
ε
い
ふ
ご
ε
で
あ
る
の
で
あ
る
。
國
家
の
統
治
者

の
恣
意
が
、
直
ち
に
國
法

こ
な
る
の
で
な
し
に
、
國
法
が
統
治
者

の
恣
意
を
制
約
す
る
と
い
ふ
こ
ご
で
あ
ら
う
。

し
た
が
つ
て
、
そ
こ
に
は
、
統
治
者
よ
り
も
、
國
法
が
、
観
念
的
に
は
、
先
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
や
う
に
統
治
者
の
存
在

以
前
に
在
る
國
法
ご
は
、
い
か
な
る
も
の
か
、
ま
た
如
何
に
し
て
発
生
す
る
の
か
。
そ
こ
で
當
然
、
法
治
主
義
は
、
民
約
的
法
観
念

を
前
提
こ
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
自
然
法
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
法
も
亦
、
理
性
法
ε
し

て
は
、
人
の
理
性
の
う
ち
に
汎
在
す
る
の
で
あ
つ
て
、
人
的
存
在
を
前
提
せ
ず
に
は
存
在
し
得
な
い
。(當
然
、
國
法
は
因
果
的
自
然

法
則
で
は
在
り
得
な
い
。
)

か
や
う
に
、
法
治
主
義
に
は
、
立
法
作
用
に
お
け
る
民
主
主
義
的
観
念
が
随
件
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
結
局
民
意

に

ょ
る
統
治
者
の
專
横
を
抑
制
し
ょ
う
と
す
る
意
圖
を
包
藏
し
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
統
治
者
の
統
治
に
対
し
て
、
國
民
生
活
の
自
由

を
保
障
し
よ
う
ご
す
る
目
的
が
、
根
本
的
に
、
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
な
意
圖
は
、
三
権
分
立
制
の
要
求
ε
も
な
つ
た
。
三
樺
分
立
の
制
度
は
、
本
來
、
國
民
の
立
法

参
興
に
よ
つ
て
、
國
民
の

私
生
活
の
自
由
を
法
的
に
保
障
し
よ
う
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。

國
防
國
家
…
の
概
念

.
政
策

・
禮
…吐
氾

九
五
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の
み
な
ら
す
、
そ
れ
は
成
文
立
憲
憲
法
の
う
ち
に
お
け
る

「
臣
民
の
権
利
義
務
」
の
規
定
と
も
な
つ
た
。
す
な
は
ち
自
由
権
の
成

文
的
保
障
で
あ
る
。

故
に
、
法
治
國
家
叉
は
法
治
主
義

は
、
國
民
各
個
人
の
自
由
を
目
的
こ
す
る
政
治
原
理
で
あ
る
。
し
か
る
に
た
ま
た
ま
こ
の
原
理

は
、
現
實
上
、
更
に
、
政
治
不
干
渉
主
義
の
政
策
と
結
び
つ
い
た
。
も
こ
よ
り
出
來
る
だ
け
國
家
権
力
が
、
個
人
生
活
の
う
ち

へ
介

入
し
な
い
方
が
、
個
人
生
活
を
自
由
な
ら
し
め
る
上
に
効
果

が
あ
る
か
ご
う
か
、
今
日
で
は
疑
問
に
な
つ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
む

し
ろ
過
去
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
少
く
も
政
治
不
干
渉
主
義
は
、
政
治
か
ら
の
自
由
で
あ
る
に
相
違

な
い
。
こ
の
點

は
今
日
ご
難
も
変
り
は
な
い
。
九
だ
社
會
的

に
、
今
日
で
は
、
必
す
し
も
さ
う
で
な
く
な

つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
結
果
、
今
日
は
、
政
治
不
干
渉
主
義
が
否
定

さ
れ
始

め
九
だ
け
で
な
し
に
、
法
治
主
義
ま
で
が
、
批
判
の
姐
上
に
の
ぽ
さ
れ
る

や
う
に
な
つ
た
。
現
代
の
國
民
は
、
す
で
に
自
由
よ
り
も
、
他
の
目
的
を
要
求
し

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
、
公
正
で

あ
る
で
あ
ら
う
。
か
く
し

て
、
法
治
主
義
が
、
ま
た
政
治
不
干
渉
主
義

ご
結
合
し
、
そ
の
運
命
を
共
に
し

て
ゐ
る
こ
ご
を
認
め
ね
ば

な
ら
な
い
。
政
治
不
干
渉
主
義
は
、
ま
九
自
由
主
義
こ
も
表
現
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
法
治
主
義
は
、
自
由
主
義
ご
結
び
つ
い
て

ゐ
る
。

も
と
よ
り
、
上
蓮
す
る
ご
こ
ろ
に
よ
つ
て
明
か
な
や
う
に
、
法
治
主
義

と
自
由
主
義
は
、
観
念
的

に
は
、

一
磨
別
の
概
念
と
考

へ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
両
者
は
、
互
に
時
代
的
に
、
實
践
的
に
、
存
在
的
に
は
、
結
合
的
性
質
を
有
す
る
の

で
あ
る
。



論
理
的
に
か
く
あ
る
の
で
な
く
、
も
と
よ
り
歴
史
的
に
も
、
法
治
主
義

と
自
由
主
義

と
は
、
運
命

を
と
も
に
し
て
來
た
。

法
治
主
義
論
の
政
治
思
想
史
的
獲
達
を
回
顧
す
る
に
、
三
つ
の
淵
源
が
あ
る
の
で
あ
る
。

(
一
)
國
家
契
約
説
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
三
権
分
立
論
ー

こ
の
理
論
は
、
す
で
に

に
認
め
ら
れ
る
や
う
に
、

等
族
會
議

の
、
君
主
の
統
治
権
に
対
す

る
制
肘
と
し
て
主
張
さ
れ
て
ゐ
た
。

こ
れ
が

派

一
般
の
見
解
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
立
憲
議
會
の
立
法
権

の
優
越
論
に
転
回
し
て
き
九
。

(
二
)
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ッ
ト
の
所
謂

は
、
す
で
に
、
人
の
支
配
に
代
る
、
法
の
支
配
を
主
張
す
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
法
は
、

で
あ
り
、

で
あ
り
、

で
あ
つ
て
、
別
に

八
々
の
契
約
を
必
要
と
し
な
い
必
然
的
社
會
法
則
の
支
配
を
認
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
爲
的
に
非
ざ
る
、
自
然
的

合
意

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
の
法
観
念
を
前
提
と
し
て
、.初

め
て
、
人
の
支
配
を
ま

つ

ま
で
も
な
く
、
社
會

に
は
、
自
然
に
法
の
支
配
が
、
行
は
れ
得
べ
き
こ
と
が
説
明
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(
三
)
理
性
法
墨
派

や
理
模
論
墨
派

の

と
し
て
の
法
の
主
権

論
i

こ
れ
に
ょ
つ
て
、
政
治
の
な
い
法
秩
序
が
主
張
さ
れ
、
政
治
不
干
渉
主
義
の
、
最
も
極
端
な
立
場
が
現
は
れ
て
き
忙
。
r

第

一
は
、
主
と
し

て
三
椹
分
立
制
度
の
要
當
性
を
明
に
し
九
し
、
第
二
は
、
自
由
放
任
政
策
を
最
良
の
政
策
と
す
る
論
擦
を
提
供

し
た
し
、
そ
し

て
第
三
は
、

が
、
國
家
的
権
力
秩
序
の
み
を
意
味
し
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
他
に
、
む
し
ろ
よ

り
合
理
的
な
も
の
と
し
て
、
模
力
の
な
い
、
從
つ
て
政
治
の
な
い
、
法
秩
序
の
あ
り
得
る
こ
と
を
明
に
し
た
。

國
防
國
3外
の
概
念
・
政
策
・
構
…批氾

・九
七

Jean 
B

odin
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第
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巻

第
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號

九
八

後
世
、
法
治
主
義
は
、
自
由
主
義
で
あ
る
ご
さ
れ
、
或
は
立
憲
主
義
で
あ
る
ご
さ
れ
、
或
は
法
主
権
論
で
あ
る
ご
説
明
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
も
ビ
よ
り
、
法
治
主
義
は
、
か
や
う
に
、
そ
の
何
れ
の
要
素

こ
も
結
合
し
て
ゐ
る
こ
ご
云

ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、

法
治
主
義

ご
い
ふ
こ
と

は
、
國
家

の
政
治
目
的
が
、
個
人
的
自
由
の
原
理
に
求

め
ら
れ
て
ゐ
る
こ
い
ふ
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
要
す

る
に
、
専
制
的
権
力
の
下
に
悩
ん
で
ゐ
た
近
代
初
期
の
國
民
各
員
を
、
い
か
に
し
て
政
治
権
力

の
支
配

か
ら
、
自
由
に
保
障
し
得
る

か
、

ご
い
ふ
こ
と

が
、
法
治
主
義
の
原
理
を
生
み
出
し
九
、
大
き
な
時
代
の
要
求
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。

(
註
九
)

(註
九
)

拙
著

「政
治
統
制
論
」

(
七
二
九
ー
ー
七
三
〇
頁
)
参
照
。

し
か
る
に
時
代
の
発
展

は
、
國
民
の
要
求
起
、
転
回

を
齎
し
た
。
現
代
の
國
民
は
、
個
人
の
自
由
よ
り
も
、
む
し
ろ
強
力
な
政
治

権
力

の
確
立
を
要
望
す
る
や
う
に
な
つ
忙
。
そ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
法
治
主
義
下
の
自
由
主
義
政
策
が
、
社
會
的
ア
ナ
ー
キ
ー

を
作
り
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
つ
て
盆
々
高
ま
り
ゆ
く
階
級
的
支
配
の
不
公
正
な
秩
序
に
対
し

て
、
公
正
な

る
秩
序
を
再
構
成
し
得
る
政

治
力
を
待
望
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
は
、
も
こ
よ
り
個
人
的
自
由
が
要
望
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ざ
も
、
す
で
に
個
人
的
自
由
は
、
自
由
主
義
政
策

を
通
じ
て
持
ち
來
し
得
な
い
こ
ご
が
、
明
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
近
時
各
方
面
か
ら
、
.自
由
主
義
に
対
す

る
批
判
が
高
ま

つ
た
。
そ
れ
に
件

つ
て
、
ま
た
法
治
主
義

へ
の
批
判
が
強
く
な

つ
て
き
た
。
(註
口
0
)

(註
剛
O
)

同
上
書
。

(
七
四
四
ー
ー
七
八
一
頁
)
参
照
。
そ
こ
で
法
治
主
義
批
判
に
、
四
つ
の
立
場
の
あ
る
こ
と
を
明
に
し
た
。



(
一
)
社
會
民
主
主
主我
の
立
堤
男

(
二
)
穏
和
フ
ア
ツ
シ
ズ

ム
の
立
場
-

容
器
と
し

て
の
法
治
主
義

を
保
存
し

っ
工
中
身
と
し
て
の
自
由
主
義
イ
デ
ォ

ロ
ギ
ー
を
入

れ
替
え
や

う
と

す

る

立
場

。

(
三
)
急
進

フ
ア
ツ
シ
ズ

ム
の
立
場
・1

法
治
主
義
を
も
否
定
す
る
も
の
。

(
四
)
ボ
リ
シ

ェ
ヴ
キ
の
立
場
-

法
治
主
義
を
全
的

に
認

め
な

い
。

第

一
は
、
修
正
自
由
主
義
で
あ
る
し
、
第

二
に
お

い
て
は
、
法
治
主
義
と
自
由
主
義

と
を
切
り
離
し
得
る
と
考

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

最

近

の

ナ

チ

ス
の
法

治

主

義

に
対
す

る
批

判

を

見

る

に
、

現

代

の
法

治

國
家

が
、

す

で

に
そ

の
本

質

を

喪

失

し

て
、
「
法

律

國

家
」

(
G
e
s
e
t
z
e
s
s
t
a
a
t

)
に
な

つ

て

ゐ

る
事

を

指

摘

し

、
ナ

チ

ス
は

眞

の
法

治

國

家

を

樹

立

す

る
も

の
で

あ

る

と
主
張

さ

れ

て

ゐ

る
。
(
=

)

(
註

欄
一
)

同
上
。

そ

れ

と
同

じ

や

う

な

立

場

で

、

行

政

學

上

で

も

、
「
法

に
か

な

へ
る
行

政

」

(
R
e
c
h
t
s
m
a
s
s
i
g
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g

)

と

「
法

律

に

か
な

へ
る
行

政

」

(
R
e
c
h
t
s
m
a
s
s
i
g
e
 
V
e
r
w
a
l
t
u
n
g

)

と

が

封
稽

さ

れ

て

ゐ

る
。

法

に

か
な

へ
る
行

政

と
は

、

法

の
支
配

で

あ

り
、

法

律

に

か
な

へ
る
行

政

と
は

、

法

律

の
支

配

で
あ

る
。

近

代

立
憲

國
家

が
、

い

た
づ

ら

に
、

彩

し

い
法
律

を

制
定

し

て
、
法

典

の
堆

積

が

驚

く

べ
き

状

態

に
陥

つ

て

ゐ
る

こ
と

は

、

自
由

主
義

者

も

す

で

に

こ

れ
を

認

め

て

ゐ

る
が

、

と
く

に
社
會

主
義

者

や
共

産

主
義

者

の

と

く

に
非

難

の

封

稻

と

な

つ

て
ゐ

る

瓢

で

あ

る
。

ナ

チ

ス
理

論
家

は

、

こ

の
弊

を

匡

救

す

る

方
法

と
し

て
、

「
法

律

」
(
G
e
s
e
t
z

)

に

代

る

「
法

」

(
R
e
c
h
t
)

を

主

張

す

る
。

(
証

幽
二
)

(
註

幽
二
)

田
中

二
郎

「
『
法
律

に
よ
る
行
政
』
の
原
理
と
そ
の
修
正
」

(
國
家
學
會
雑
誌

・
五
五

ノ
ニ
)

國

防
國
家

の
概
念

・
政
策

・
構
造

九
九
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一
〇
〇

こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
三
権
分
立
制
度

へ
の
批
判
で
あ
つ
て
、
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
安
當
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
三
構

分
立
に
ょ
ら
な
い
行
政
立
法
が
、
果
し
て
質
的
立
場
か
ら
見
て
、
安
當
な
ら
ざ
る

「
法
律
」
に
代
る

「法

」
た
り
得
る
か
否
か
、
大

い
に
疑
問
が
さ
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
、
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

か
や
う
な
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
現
代
の
新
し
い
強
力
政
権
に
対
す

る
要
講

に
お
い
て
、
こ
の
三
権

分
立
制
そ
の
も
の
の
批
判

は
、
安
當

に
展
開
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

か
く
し
て
観
念
の
混
迷
に
近
い

「法
律
國
家
」
叉
は

「
法
律
に
か
な

へ
る
行
政
」
の
論
議
を
中
止
し
て
、
法
治
國
家
に
対
す

る
時

代
的
な
問
題
を
、
正
面
か
ら
、
實
質
的
に
展
開
し
て
行
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

そ
の
場
合
に
、
當
然
、
「
文
化
國
家
」
や

「
経
済
國
家
」
が
対
象

ご
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ま
九

「
國

防
國
家
」
が
問
題
に
の
ぽ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

法
治
主
義
に
お
け
る
自
由
主
義
を
分
離
し
た
場
合
に
、
後

に
淺
る
も
の
は
、
上
に
述
べ
た
三
権
分
立
ε
法
主
権
の
観
念
で
あ
る
が

法
主
樺
も
三
椛
分
立
も
、
自
由
主
義

ご
切
り
離
し
得
る
も
の
で
あ
ら
う
か
、
甚
だ
問
題
で
あ
る
。

三
樺
分
立
は
、

モ
ン
テ
ス
キ

ュ
ー
が
明
白
に
し
た
や
う
に
、
政
治
的
自
由
の
保
障
の
九
め
の
機
構
で
あ

る
。
政
治
的
自
由

(参
政

権
)
は
、
私
生
活
の
自
由

(
民
事
的
自
由
)
の
保
障

の
た
め
の
制
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
政
治
的
不
干
渉
主
義
で
あ
り
、
自

由
主
義

で
あ
る
。
し
か
る
に
、
ナ
チ
ス
権
威
國
嫁
は
、
す
で
に
三
棲
分
立
の
原
理
す
ら
否
定
し

つ
つ
あ
る
。

法
主
権
論
も
亦
、
自
由
主
義

の
た
め
に
、
本
來
主
張
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
。
個
人
の
私
的
生
活
の
自
由
を
保
障
す
る
こ

と

が
、



そ
の
目
的
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
法
主
権

論
は
、
強
大
な
政
治
権
力
を
排
斥
す
る
。
の
み
な
ら
す
、
全
く
政
治
権
力

の
な
い
法

秩
序
を
す
ら
主
張
す
る
。

こ
の
観
念
が
、

ナ
チ

ス
指
導
者
國
家
の
観
念

と
一
致
し
な
い
こ
と
は
云
ふ
ま

で
も
な
い
。
・そ
れ
は
、

法

主
樺
論
と
全
く
対
立
的
な
人
的
存
在
を
重
視

す
る
決
断
主
義

(
D
e
z
i
s
i
o
n
i
s
m
u
s

)

で
あ
り
、

政
治
の
決
定
的
契
機
と
し
て
の
決
断

(
E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g

)
を
、
高
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
法
治
主
義
に
お
い
て
、
自
由
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
結
局
、
法
治
主
義
を
全
面
的

に
否
定
す
る
こ
と
に
な
b

と
く
に
ナ
チ
ス
國
家
理
論

に
お
い
て
は
、
法
治
主
義
を
許
容
す
る
飴
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

ケ
ル
ロ
イ
テ
ル
ら
が
、
自
由
主
義
法
治
主
義
に
対
立
す
る
理
論
と
し
て
、
ナ
チ
ス
的
な
民
族
的
法
治
主
義
を
説
く
こ
と
は
、
か
や

う
な
意
味
に
お
い
て
、
誤
謬
で
あ
つ
て
、
法
治
主
義
の
う
ち
か
ら
、
自
由
主
義
を
抽
出
し
、
そ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
全
体

主
義

を
挿
入
し
た
こ
と
は
、
到
底
、
合
理
的
に
は
、
許
容
せ
ら
れ
得
な
い
こ
と
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。

し
た
が
つ
て
、
わ
た
く
し
は
、
法
治
主
義
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
當
然
自
由
主
義

で
あ
り
、
法
主
権
論
で
あ
り
、
三
樺
分
立
論
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
を
認

め
る
も
の
で
あ
る
。

社
會
民
主
主
義

の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
る
社
會
的
法
治
主
義
は
、
こ
れ
に
反
し
て
、

」必
す
し
も
誤
謬
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

そ
の
場
合
に
は
、
依
然
と
し
て
個
人
の
自
由
が
窮
極
の
目
標
と
せ
ら
れ
て
を
り
、
三
権
分
立

の
否
定
も
認

め
ら
れ
な
い
し
、
法
主
樫

も
承
認
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
つ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
幾
分
、
そ
の
放
任
政
策
が
、
修
正
さ
れ
て
、
自
由
の
た
め
の
統
制
が
、

認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
に
す
ぎ
な
い
。

國
防
國
家
の
概
念
・
政
策
・
構
造

一
〇
」
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〇
二

法
治
主
義

を
先
つ
か
や
う
な
も
の
と
規
定
し
、
そ
し

て
そ
れ
に
対
す
る
國
防
國
家
の
内
容
を
考

へ
て
見

ね
ば
な
ら
い
。

國
防
國
家
は
、
戦
争

國
家
ー

現
に
戦
争
し
つ
つ
あ
る
國
家
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
國
家
の
政
治
目
的
を
、
國
際
戦
争

と
職
勝
と

に
求
め
る
政
治
原
理
で
あ
る
。

第
十
九
世
紀
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
や
ダ
ル
ヰ
ニ
ズ
ム
な
ご
は
、
み
な
國
家
の
政
治
原
理
を
、
か
や
う
に
職
勝
目
的
の
上
に
求
め
九
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
國
防
國
家
は
決
し
て
新
し
い
政
治
原
理
で
は
な
い
。
し
か
し
、
第
十
九
世
紀
の
政
治
原
理
は
國
防
國
家
と
は

稽
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、

「軍
事
國
家
」
(
M
i
l
i
t
a
r
s
t
a
a
t

)
と
稻
せ
ら
れ
、
軍
國
主
義

(
M
i
l
i
t
a
r
i
s
m

)
を
指
導
原
理

と
し
た
。

.

現
代
の
國
防
國
家
が
こ
れ
と
い
か
な
る
関
係

に
立

つ
か
が
、
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
第
十
九
世
紀
の
軍
事
國
家
は
、
國
家
の
政

治
原
理
に
お
け
る
軍
事
的
要
求
の
優
越
性
又
は
指
導
性
を
意
味
し
た
鮎
に
お
い
て
、
決
し
て
現
代
の
國
防
國
家
と
異
る
と
こ
ろ
は
な

い
。
第
十
九
世
紀
の
軍
事
國
家
と
、
現
代
の
國
防
國
家
と
の
相
違
は
、
歴
史
時
代
的
な
相
違

に
俘
ふ
國
際
戦
争

そ
の
も
の
の
質
的
形

態
的
憂
化
、
及
び
國
家
政
治
そ
の
も
の
の
變
遷

に
も
と
つ
い
て
ゐ
る
も
の
と
考

へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
代
國
家
は
、
す
で
に
國
際
戦
争

の
存
否
に
か
か
は
ら
す
、
政
治
的
な
転
換

期
に
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
國
際
戦
争

の

現
代
的
形
態
は
、
所
謂
、

「
総
力
職
」
と
な
つ
て
き
て
ゐ
る
。
か
や
う
な
政
治
と
戦
争

と
の
変
形
叉
は
変
質

は
、
互
に
關
聯
が
あ
る

こ
と
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
爾
面
の
変
化

が
、
こ
こ
に
現
代
國
家
そ
の
も
の
を
、
著
し
く
変
形
変
質

せ
し
め
つ
つ

あ
る
。



し
た
が
つ
て
、
上
述
の
や
う
に
、
軍
に
國
際
戦
争

目
的
を
政
治
原
理
ご
す
る
こ
と

だ
け
で
は
、
國
防
國
家
の
現
代
的
特
性
を
明
に

す
る
こ
ご
が
で
き
な
い
。
次
に
そ
の
現
代
的
特
性
を
考
察
し
て
見
よ
う
。

第

一
は
政
治
的
革
新
で
あ
る
。

第
二
は
総
力
職
で
あ
る
。

政
治
的
革
新
は
、
決
し
て
軍
に
、
自
由
主
義
や
民
主
主
義

に
対
し
て
の
み
発
生

し
つ
つ
あ
る
の
で
鳳
な

い
の
で
あ
つ
て
、
法
治
主

義
そ
の
も
の
を
、
崩
壌

に
瀕
せ
し
め
て
ゐ
る
。
三
権
分
立
に
代
る
行
政
樺
の
独
裁
性
の
発
展

で
あ
り
、
法
主
樺
叉
は
法
の
統
治
に
代

る
、
指
導
者
主
義
叉
は
決
断
主
義
の
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
革
新
は
、
も
と
よ
り
現
在

に
お
い
て
は
、
國
際
戦
争

の
非
常

性
に
伴
ふ
要
請

ご
し
て
、
ε
く
に
著
し
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
必
す
し
も
本
質
的
に
は
、
國
際
戦
争

に
の
み
原
因

し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

総
力
職
は
、
す
で
に
述
べ
た
や
う
に
、
國
際
戦
争

が
職
業
軍
人
の
戦
闘
か
ら
、
國
民
全
體

の
職
闘
に
損
大
さ
れ
た
こ
と
、
軍
隊

教

育
の
外
に
、
國
民
全
燈
に
対
す

る
國
防
教
育
蓬
國
防
的
訓
練
が
要
請
さ
れ
る
こ
ご
、
そ
し
て
更
に
、
職
時
的
な
軍
需
的
要
求

が
、
必

す
し
も
平
和
的
民
需
的
要
求
ご
切
り
離
し
得
な
い
こ
と
、
國
防
経
済

の
重
要
性
は
、
ε
く
に
平
時
の
國
民
経
済

に
求
め
ら
れ
、
敢

へ

て
職
時
経
済

の
み
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
な
ご
で
あ
る
。

か
や
う
な
國
際
戦
争

の
変
形
は
も
と
よ
り
武
器
や
職
術
の
変
化

に
原
因
し
て
ゐ
る
。
ε
く
に
航
室
機
の
褒
達
、
宣
傅
職
の
獲
達
に

対
す

る
防
諜
の
必
要
性
の
増
大
及
び
新
職
術
と
し
て
の
「第
五
列
」
の
出
現
な
ご
は
戦
争

を
戦
場
か
ら
銃
後

へ
擾
大
し
た
に
違
ひ
な
い
。

踊倒
防
國

家

の
概
念

・
政

～策

●
横
…出旭

.

一
〇

三



法

政

研

究

第
十
一巻

第
二
號

一
〇
匹

し

か

し
國

際
戦
争

の

か
や

う

な
変
化

は

、

現

代

の
歴

史

的

時

代

的

特

性

ご
無
関
係

に

は
、

も

ご
よ

り

、
在

り
得

な

い

の

で

あ

る
。

そ

こ
に

政

治

の
変
革

が
関
係

し

て

ゐ

る
こ
と

を

、

否

定

し
得

な

い

。

し

か
ら

ば

現

代

の
政

治

の
革

新

性

と
は

、

何

で

あ

る

か

。

そ

れ

は

云

ふ
ま

で
も

な

く
、

現

代

資

本

主
義

の
獲

展

的

特

性

で

あ

り
、

帝

國

主

義

の

反
映

で

あ

る
。

(
註

=
二
)

(
註

一
三
)

帝
國
主
義
と

い
ふ
こ
と

に
つ
い
て
は
、
種

々
の
解
釈
が
あ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
を

(
一
)
企
業
獨
占

化
の
獲
展
、

(
二
)
人
ロ

の
國
外
流
出

の
停
帯
、

(
三
)
社
會
階
級
対
立

の
激
化

に
お

い
て
見
田
さ
れ
る
資

本
主
義
社
會

の
矛
盾

の
反
映

で
あ
る
と
見

る
。

そ
し

て
か
や

う
な
矛
盾

が
、
あ
ら
ゆ
る
社
會
機
構

の
転
換

を
指
導
し
、
そ
れ
が
政
策

の
原
理
と
な
つ
て
ゐ
る
と

こ
ろ
に
、
帝
國
主
義
が
あ
る
と
す

る
。

し

た

が

つ
て
國

防

國

家

は
、

最

早

軍

純

な
戦
争

を

目

的

と
す

る

政

治
原

理

で

は

な

く
、

政

治

的

革

新

目

的

を

も

そ

の
う

ち

に
包
含

す

る
原

理

だ

ε
見

ら

れ

て

ゐ

る
。
こ
の
點

で
過

去

の
軍

事

國

家

ε

は

、
甚

だ
異

る
性

質

を
有

す

る

ご

云

つ

て

よ

い

の

で

あ

る
。
(
註

口
四
)

し

か

し

な

が

ら
、

わ

た

く

し
は

、

國
防

國

家

の

こ
の

政

治

革

新

性

に
、

少

か

ら

ざ

る
疑

問

を
抱

い

て

ゐ

る

の

で

あ

る
。

果

し

て
そ

れ

は
、

い

か

な

る
意

味

に

お

い

て

の
政

治
革

新

を

、
齎

し

つ

つ
あ

る

か
、

疑

問

な

き
を

得

な

い
。

現

に
國
防

國
家

の
下

に
お

い

て
行

は

れ

つ

つ
あ

る
政

治
的
変
革

が
、

い

か

な

る
性

質

を

帯

び

て

ゐ
る

か

。

そ

れ

は
果

し

て
國

民
大

衆

に
・よ

つ

て
要

認

せ
ら

れ

つ

つ
あ

る

革

新

で

あ

る

か
、

或

は
単
に

職

時

態

勢

の
高
変
化

で

あ

る

か
。

(
註

一
四
)

國
防
國
家

の
政
治
的
革
新
性
を
認
め
て
ゐ
る
も
の
に
、
黒

田
箆

『
國
防
國
家

論
』
が
あ
る
。
そ
れ

に
よ
れ
ば
、
國

防
國
家
は
、
既
往

の

職
時
國
家
と
共
通
す
る
要
素
が
あ
る

こ
と
は
云
ふ
ま

で
も
な

い
け
れ
ど
も
、
総
力
職
は
政
治
的
革
新
を
伴

ふ
。

も
と

よ
リ
現
在

の
政
治
革
新
は

當
面
の
非
常

時
に
封
處

す
る
た
め
の

一
時
的
要
請
が
濃
厚
に
認

め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
す
で
に
、
現

に
行
は

れ
つ
エ
あ
る
政
治
的
革



新
が
、

一
時
的

の
も

の
に
止
ま
リ
得
る
と
は
思
は
れ
な

い
。

お
の
つ
か
ら
、
そ

こ
に
は
恒
久
的
な
政
治
革
新

が
、
獲
展
し
つ
Σ
あ
る
と
蓮
べ
ら

れ
て
ゐ
る
。

(
「
興
亜
政
治

の
原

理
」
)

國

防

國

家

の
政

治

的
革

新

性

を

主
張

す

る

人

々
は
、

國

防

國

家

の
臨

時

的

・
例

外

的

・
非

常

時

性

よ

り

も
、

む

し

ろ
恒

久

性

・
常

時

性

を

認

め

よ
う

と
す

る
。

(
註

一
五
)

(
註

閣
五
)

鈴
木
庫

三

『
世
界
再
建
と
國
防
國
家
』
は
そ
の
代
表
的
な
る
も

の
で
あ

る
。
黒

田

・
上
掲
書
も
亦
同
様

で
あ
る
。

菊
池
勇
夫

『
國
防
國
家

の
経
済
統
制
法
』

(
前
出
)

は
、
國
防
國
家

の
経
済

統
制
法
と
、
職
時
統
制
と
を
区
別

し
、
前
者
が
、
限
時
的
で
は
あ

る
が
、
臨
時
的

で
な
く
、
平
常

的
な
も

の
を
認

め
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
は
、
國
民
経
済

の
保
績
を
犠
性
に
し
得
な

い
こ
と
に
よ
つ
て
も
認

め
ら

れ
る
と
せ
ら
れ

て
ゐ
る
。
も
と

よ
り
、
法
秩
序
そ

の
も
の
と
し
て
の
國
防
國
家
禮
制
を
見
れ
ば
、
そ
の
重
要
性
を
、
む
し
ろ
平
時
に
お

い
て
備

へ
あ

る
と

こ
ろ
に
見
揖
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
職
時
的
暫
定
性

の
み
を
認
め
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
。

か
や

う

に
、
戦
争

目

的

ε
、
革
新

目

的

ご
が

並
存

的

に
認

め

ら

れ

て

ゐ

る

こ

と
は

、

む

し

ろ

國
防

國

家

を
、

そ

の
政

治

原

理

に

お

い

て
よ

り

も

、

そ

の
國

家
舳瞠
制

又

は

國
法

秩

序

に

お

い

て
求

め
よ

う

ご
す

る
結

果

で

は

な

い

か

と
考

へ
ら

れ

る
。

こ

こ

に
所

謂

、

政

治
革

新

の
原

理

は
、

果

し

て
何

を

意

味

し

て

ゐ

る

の
で

あ

ら

う

か

。

そ

の
革

新

の
方

向

は
、

何

で

あ

る

か
。

こ

の
疑

問

に
答

へ
る
も

の
は

、

事

實

上

、
戦
争

目
的

そ

の

も

の

で

は
な

い

の

か
。

す

な

は
ち

、
戦
争

の
た

め

の
政

治
的

饅

制

整

備

が
、

所

謂

、

政

治

的
革
新

の
殆

ん

ご
全

部

で

あ

り
、

少

く
も
最

も
明

確

に
現

は

れ

て
ゐ

る

も

の

で

あ

つ
て
、

そ

れ

と
異

り

、

そ

れ

と
対
立

す

る

、

果

し

て
い

か

な

る
政

治
革

新

の
原

理

が
、

事

實

上

現
實

的

に
指

導

性

を
持

つ

て
ゐ

る

の

で

あ

ら
う

か
。

尤

も

、

ナ

チ

ス
の

ド
.イ

ツ
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ

の

イ

タ

リ

ア

に
あ

つ

て
は
、

最

初

、

む

し
ろ

政

治

革

新

が
、

運

動

の
最

も
主

要

な
目

的

で

國
防
國
家

の
概
念

・
政
策

・
構
造

一
〇
五



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
二
號

叫
〇
六

あ
つ
た
に
違
ひ
な
い
。

一
九
二
〇
年

の
ナ
チ
ス
二
十
五
綱
領
に
し
て
も
、

一
九

一
九
年
の
革
命
フ
ァッ
シ

、
綱
領
に
し
て
も
、
戦
争

目

的
よ
り
も
、
む
し
ろ
政
治
革
新
目
的
が
、
内
容
を
な
し
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
、
國
際
危
機
の
切
迫
に
つ
れ
、
ナ
チ
ス
國
家
も
、
フ
ァッ

シ

.
國
家
も
、
ご
も
に
職
時
騰
制
の
強
化
整
備

に
む
か
つ
て
、
逼
進
す
る
に
至
つ
九
。
そ
こ
に
は
、
明
に
、
少
く
も
表
面
的
に
は
、

二
つ
の
目
的
が
並
存
し
て
ゐ
る
。

わ
が
國
に
お
い
て
も
、
昭
和
五
年
以
來
、
政
治
革
新
の
聲
が
高
ま
り
、
満
洲
事
変

以
後
、
逐
に
そ
れ
は
表
面
化
し
た
。
し
か
し
そ

れ
は
殆
ん
ご
失
敗
に
麟
し
、
た
だ
軍
に
、
政
治
機
構
の
上
で
は
、
政
党

政
治
の
打
倒
に
成
功
し
た
に
す
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に
、
忙
ま
た

ま
支
那
事
変

下
に
お
け
る
総
力
戦
の
展
開
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
國
内
體
制

の
上
に
、
著
し
い
変
革

が
現
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
を
政
治
原
理
的
に
見
て
、
そ
の
革
新
原
理
が
、
何
を
指
し
て
ゐ
る
か
。
事
変

完
逐
、
國
防
整
備
の
外
に
、
い
か
な

る
原
理
が
指
摘
さ
れ
得
る
の
か
、
明
白
で
な
い
。
い
か
な
る
政
治
的
革
新
も
、
現
に
戦
争
態
勢
の
完
備
を
原
理
と
し
て

割
出
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
つ
て
國
防
國
家
を
原
理
で
あ
る
こ
す
る
見
地
か
ら
は
、
二
つ
の
目
的
は

一
つ
に
麟
す
る
の
で
あ
つ
て

國
防
國
家
は
、
戦
争
目
的
の
原
理
で
あ
る
こ
と
が
明
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
や
フ
ァッ
シ
。
の
、
初
期
の
革
新
運
動
は
、
し
か
ら
ば
何
で
あ
る
か
ε
い
ふ
に
、
そ
れ
は
、
い
ま

だ
國
防
國
家
の
原
理
の
上

に
立
つ
て
ゐ
た
ご
は
云

へ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
共
産
主
義

へ
の
抗
争
で
あ
り
、
反
革
命
運
動
に
外
な
、ら
な
か
つ
江

の
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
の
國
防
國
家
盟
制
は
、
先
づ

一
九
三
三
年
七
月

「國
防
法
改
正
法
」
や
、
同
年
十
月

の
、
聯
盟
脱
退
に
よ
つ
て

そ
の
緒
に
つ
き
、

一
九
三
五
年
三
月

「
國
防
軍
建
設
法
」
、
同
年
五
月

「國
防
法
」
、

一
九
三
六
年
六
月

[
國
防
法
敬
正
法
」
な
ご



に
よ
つ
て
、
漸
次
整
備
さ
れ
、

一
九
三
八
年
二
月
國
防
軍
改
組
の
告
示
に
お
い
て
、

一
慮
完
成
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
漸
く

國
防
國
家
的
原
理
の
指
導
性
が
、
明
確
化
し
、
今
次
鰍
洲
大
職

へ
の
契
機
を
作

つ
た
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
亦
さ
う
で

あ
つ
て
、

エ
チ
オ
ピ
ア
攻
略
當
時
よ
り
、
そ
れ
は
明
白
に
な
つ
た
に
す
ぎ
ぬ
。

し
た
が
つ
て
、
わ
忙
く
し
は
、
國
防
國
家
の
た
め
の
政
治
的
革
新
ε
、
し
か
ら
ざ
る
場
合
の
政
治
的
革

新
と
を

一
慮
区
別

し
て
置

き
た
い
と
思
ふ
。
そ
し
て
、
國
防
國
家
の
政
治
的
革
新

は
、
原
理
上
、
國
防
國
家
の
戦
争
目
的
に
よ
つ
て
指
導
せ
ら
れ
る
こ
と
を
認

め
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ほ
、
戦
争

目
的
ご
革
新
目
的
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
後
に
、
日
本
の
國
家
総
動
員
膿
制
に
基
づ
い
て
、
具
騰
的
に
考
究
し
て

見
た
い
ご
思
ふ
。

要
す
る
に
、
現
代
の
國
防
國
家
は
、
第
十
九
世
紀

の
軍
事
國
家

蓬
同

一
の
も
の
で
は
な
い
が
、
両
者

の
相
違
は
、
両
者
存
在
の
歴

史
時
代
的
懸
隔
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
件
ふ
質
的
形
態
的
変
化

に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
両
者

が
こ
も
に
國
際
戦
争

途
行
の
目
的
原

理
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
關
し
て
は
、
何
ら
の
相
違
を
も
、
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

(
三

)

國
防

國
家

の
社
會
的

構
造

國
防
國
家
の
政
治
原
理
に
よ
つ
て
指
導
せ
ら
れ
る
國
家
の
社
會
騰
制
は
、
所
謂
、
総
力
戦
の
構
成
を
な
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

総
力
職
の
下
で
は
、
い
か
な
る
こ
と

が
要
求
せ
ら
れ
る
か
。

國
防
國
家
　の
㌫脳念
・
政
策
●
瀧
鑑
旭

一
〇
七
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八

前
に
述
べ
た
や
う
に
、
総
力
職
が
社
会

の
全
面
的
動
員
を
要
求
す
る
に
あ
た
り
、
と
く
に
重
要
視

せ
ら
る
べ
き
は
、
國
民
の
経
済

と
精
神

と
で
あ
る
。
所
謂
、
「
経
済
職
」
と

「
心
職
」
と
に
關
す
る
問
題
で
あ
る
。

先
づ
こ
れ
を
経
済

の
貼
に
お
い
て
見
る
に
、
総
力
職
の
整
備
は
、
「
國
防
経
済

」
(
W
e
h
t
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t
)

)

に
始
ま
り

「
戦
争
(時
)
経

濟
」
(
K
r
i
e
g
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t

)
に
絡
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
國
防
経
済

」
と
い
は
れ
る
の
は
、

平
時
に
あ
つ
て
、

「
戦
争
経
済
」
の
九
め
に
備

へ
る
こ
と
で
あ
り
、
國
家
の
國
防
力
を
整
備

し
、
國
民
を
國
防
に
向
つ
て
訓
練
し
、
最
後
に
、
國
民
経
済

の
職
時
総
動
員
燈
制
を
確
立
す
る
ま
で
の
過
程
を
含
む
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら

「
戦
争
経
済
」
が
始
ま
る
。

「
戦
争
経
済
」

は

「
國
防
経
済

」
に
よ
つ
て
準
備
せ
ら
れ
た
國
民
経
済
燈
制
を
巧
に
運
螢
し
つ

つ
、

一
方
で
は
戦
争
途
行

に
必
要
な
経
済
力
を
生
産
,ノ、
同
時
に
他
方
で
は
敵
性
あ
る
経
済
力
に
向
つ
て
、
経
済

的
な
職
ひ
を
い
ご

む
こ
と
で
あ
る
。

か
や
う
な

一
國
家
の

「
戦
争
経
済
」
を
整
備
す
る
た
め
に
は
、
財
政

・
食
糧

・
資
材

・
生
産
技
術

・
労
働
能
力

・
配
給
及
び
交
通

網
の
諸
項
目
が
、
封
稻
と
な
り
、
そ
れ
ら
に
不
足
の
見
出
さ
れ
る
場
合
に
は
、
貿
易
路
の
確
保
、
金
資
金

の
蓄
積
、
消
費
の
節
約
及

び
生
産
増
加
の
工
作
が
必
要
と
な
る
。
の
み
な
ら
す
、
戦
争
経
済

の
高
度
化
の
た
め
に
は
、
更
に
企
業
者

と
從
業
員
と
の
相
互
信
頼
、

労
働
孚
議
の
法
的
禁
止
、
公
釜
優
先
及
び
國
防
政
策
の
立
場
か
ら
の
社
會
政
策
の
實
施
が
、
要
求
せ
ら
れ

る
。
(
註
=
ハ
)

総
力
戦
は
、
國
家
の
か
や
う
な
経
済

燈
制
を
基
礎

に
し
て
行
は
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
政
治
と
職
略
と
が
、
極
め
て

密
接
な
関
係

に
立
ち
、
両
者

互
に
相
分
離
対
立

す
る
を
許
さ
な
い
。
そ
し
て
職
そ
の
も
の
は
、
武
器
を
も

つ
て
行
は
れ
る
外
に
、
「経



濟
戦
」
や

「
心
戦
」
を
随
俘
す
る
。

「
経
済
戦
」
は
、
も
と
よ
り
事
賢
と
し
て
は
古
く
か
ら
あ
る
け
れ
ご
も
、
時
代
と
と
も
に
、
そ
の
概
念

は
、
新
し
く
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
経
済

戦
は

「
軍
事
的

・
経
済
的

・
政
治
的
手
段
を
も
つ
て
行
は
れ
る
敵
性
あ
る
経
済

的

・
財
政
的
勢
力
の
抑
塵
を
目
的
と

す
る
。
」
例

へ
ば
、

海
室
軍
に
よ
る
爆
沈

・
爆
撃
、
封
鎖

・
買
占

・
金
融
攪
乱

、

中
立
國
と
の
貿
易
遮
断
な
ざ
を
意
味
す
る
。
そ
れ

は
當
時
、
平
時
か
ら
備
あ
る
を
要
す
る
事
項
で
あ
る
。

「
心
職
」
と
は

「敵
國
民
の
、
職
線
に
あ
る
と
、
銃
後

に
あ
る
と
を
問
は
す
、

そ
の
抗
戦
意
思
を
破
壌

す
る
に
あ
る
。
」

そ
こ
に

は
、
放
途
叉
は
印
刷
物
撒
布
に
ょ
る
各
種
の
宣
傳
が
、
大
い
な
る
役
割
を
演
す
る
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
自
國
民
に
お
け
る

抗
戦
意
思
の
高
揚
を
必
要
と
す
る
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
(註
一
七
)

(
註
一
六
)
V
g
l
.
 
K
.
 
L
.
 
V
.
 
O
e
r
t
z
e
n
,
 
 
G
r
u
n
d
z
i
i
g
e
 
d
e
r
 
W
e
h
r
p
o
l
i
t
i
k
.
 
1
9
3
8
.
 
S
S
.
 
3
7
-
3
9
.

(
註

口
七

)

同

書

・

一
八

一
ー

一
八
三

頁

に
依

る
。

か
や
う
に
、
先
づ

「
國
防
経
済

」
と

「
戦
争
経
済
」
と
が
分
た
れ
て
ゐ
る
が
、
國
防
國
家
の
政
治
原
理

は
、
も
と
よ
り
、
そ
の
爾

者
を

一
貫
し
て
ゐ
る
。
準
職
時
燈
制
國
家
も
、
職
時
燈
制
國
家
も
、
事
實
上
、
と
も
に
國
防
國
家
的
原
理
に
よ
つ
て
指
導
せ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
か
や
う
な
形
態
を
も
つ
て
現
は
れ
る
國
防
國
家
の
社
會
蝿
制
は
、
現
代
國
家
の
社
會
構
造

に
、
い
か
な
る
關
聯
を
有

す
る
の
で
あ
る
か
。

國
防
國
家
の
概
念
・
政
策
・
構
造

一
〇
九
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現
代
國
家
の
社
會
體
制

は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
高
度
資
本
主
義

の
膿
制
と
考

へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
、
金
融

資
本
の
獲
達
に
ょ
つ
て
か
企
業
独
占

の
段
階

に
到
達
せ
る
資
本
主
義

で
あ
る
。

「
國
防
経
済

」
や

「
戦
争
経
済
」
は
、
も
こ
よ
う
、

か
や
う
な
高
度
資
本
主
義
の
場
合

に
の
み
、
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
。
現
に
蘇
聯
邦
に
見
ら
れ
る
や
う
に
、
社
會
主
義
國
家
も
亦
、

そ
の
土
台
力
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
お
の
つ
か
ら
、
現
は
れ
て
く
る
様
相
が
異
り
、
必
要
な
る
政
策
の
方
向
に
異
る

も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
し
た
が
つ
て
、
こ
こ
に
は
先
づ
最
も
卑
近
な
、
高
度
資
本
主
義

の
場
合
を
、
封
稻

と
し
ょ
う
。

高
度
資
本
主
義
は
、
す
で
に
そ
れ
自
盟
、
統
制
経
済

で
あ
る
。
基
本
的
な
経
済

生
活
の
構
成
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
私
有
財
産
制

と
、
自
由
競
争

ε
が
残
存
し
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
す
、
そ
の
運
螢
は
、
す
で
に
独
占
的
企
業
の
勢
力
に
よ
つ
て
、
統
制
せ
ら
れ
て

ゐ
る
。
そ
こ
で
は
、
す
で
に
階
級
性
を
調
釈
す
る
た
め
の
社
會
政
策
が
、
必
然
的
に
要
求
せ
ら
れ
、
あ
ら

ゆ
る
生
産
及
び
配
給
経
済

関
係

へ
の
協
同
的
構
造
が
、
嚢
達
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
ゐ
る
。

か
や
う
な
、
基
本
的
地
盤
の
上
に
、
現
代
の

「
國
防
経
済

」
や

「
戦
争
経
済
」
は
、
現
れ
來
つ
た
の
で
あ
る
が
、
も
こ
よ
り
、
上

述
の
や
う
な
資
本
主
義
的
統
制
が
、
直
ち
に

「
國
防
経
済

」
や

「
戦
争
経
済
」
の
企
書
的
目
的
に

一
致
し
得
る
わ
け
で
は
な
い
。

資
本
主
義
そ
の
も
の
は
、
資
本
主
義

み
つ
か
ら
の
法
則
に
し
た
が
つ
.て
、
統
制
を
具
盟
化
し
つ
つ
あ
る
が
、
「
國
防
経
済

」
や

「戦

孚
経
済

」
は
、
そ
れ
み
つ
か
ら
の
國
防
國
家
的
原
理
に
よ
る
企
書
的
統
制
を
要
求
す
る
。

両
者

の
統
制
の
対
象

は
、
等
し
く
資
本
主
義
下
の
國
民
生
活
で
あ
る
が
、
そ
の
統
制
原
理
は
、
必
す
し
も

一
致
し
な
い
。
こ
こ
か

ら
、
所
謂
、
資
本
主
義

へ
の

「
革
新
」
が
、
國
防
國
家
原
理
の
、

一
つ
の
問
題
ご
し
て
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
で
・あ
る
。



そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
経
済
統
制
の
本
質
を
、
互
に
検
討
し
て
見
る
に
、
そ
こ
に
は
、
次
の
や
う
な
対
立

黙
が
あ
る
。
す
な
ば
も

資
本
主
義
的
統
制
は
、
独
占

企
業
の
経
済

勢
力
に
も
と
つ
く
、
私
的
に
し
て
、
且
つ
恣
意
的
な
統
制
で
あ
る
.
・し
か
し
、
國
防
國
家

的
原
理
に
も
ε
つ
く
統
制
は
、
か
や
う
な
、
私
的
、
恣
意
的
統
制
を
許
さ
な
い
。
戦
争

叉
は
國
防
巴
云

ふ
公
的

・
國
家
的
目
的
に
も

と
つ
く
統
制
九
る
必
要
が
あ
る
。

一
は
私
的
利
益

の
追
及
で
あ
わ
、
他
は
公
的
利
益

の
追
及
で
あ
る
か
ら
、
公
釜
の
私
釜
に
対
す
る

優
先
は
、
國
防
國
家
原
理
の
、
當
然
な
要
求
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
場
合
、
統
制
の
主
麗
は
、
私
的
團
體

で
あ
り
、
ま
九
は
公

的
団
体

で
あ
る
。
し
か
し
國
防
國
家
原
理
に
よ
る
統
制
は
、
そ
の
原
理
の
公
的
性
に
件
ひ
、
公
的
団
体

を
主
盟

ご
す
る
統
制

で
な
く

て
は
、
目
的
に
そ
は
な
い
で
あ
ら
う
。
ε
く
に
國
家
統
制
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
國
家
権
力
は
、
社
會
的
関
係

ご
湊
交
渉
に
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
國
家
的
統
制
叉
は
公
的
統
制

ε

私
的
統
制

と
を
、
全
ぐ
対
立
的
に
考

へ
る
こ
と

は
、
具
體
的

事
實
嘘
し
て
は
正
確
で
な
い
。
國
家
権
力

が
存
在
す
る
限
り
、
そ
れ
は

決
し
て
直
ち
に
恣
意
的
社
會
的
勢
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
明
に
公
的
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
自
體

の
自
主
的
立
場
を
持

つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
社
會
勢
力
か
ら
の
私
的
牽
制
か
ら
、
必
す
し
も
隔
絶
し
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
云

.ふ
ま
で
も
な
く
政
治
権

力
を
直
ち
に
階
級
勢
力
ε
同

一
覗
す
る
公
式
的
見
解
の
誤
れ
る
こ
と
は
云
ふ
ま

で
も
な
い
が
、
し
か
し
同
時

に
、
政
治
権
力
が
、
階
級
性
ご
何
ら
交
渉
の
な
い
、
純
正
な
第
三
者
的
存
在
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
亦
、
科
學
的
で
あ
る
ε
は
云

へ

な
炉
。
(
註
口
八
)

し
九
が
つ
て
、

一
慮
、
観
念
的
に
は
、
私
的
統
制
ε
公
約
統
制
叉
は
國
家
的
統
制
ご
を
、
対
立

せ
し
め
得
る
ε
は
云
へ
、
具
体
的

國
防
國
家

の
概
念

・
政
策

・
機
誰
氾

.

一
一
一
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叉
は
實
質
的
に
は
、
両
者

の
分
界
は
、
必
す
し
も
明
瞭
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
關
聯
し
て
、
國
防
國
家
原
理
と
革
新
原
理
と
の
、
必
す
し
も
明
瞭
で
な
い
、
存
在
関
係

が
、
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
註

鰯
八
)

こ
の
問
題
は
・
政
治
権
力

の
本
態
並
に
叢

に
つ
い
て
の
科
學
的
見
解
姦

礎
と
す
る
の
で
あ

つ
て
、
そ
紮

明
瞭

に
せ
ら
紮

け
れ

ば
、
正
確
で
な
い
が
、
こ
」
に
は
論
及
の
飴
地
を
持
た
な
い
。
拙
著

『
政
治
統
制
論
』

(
第
二
章
第
六
節
)
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

か
や
う
に
、
國
防
國
家
と
資
本
主
義

と
の
、
二
つ
の
原
理
的
矛
盾
は
、
資
本
主
義

の

「革
新
」
に
ょ
つ
て
、
も
と
よ
り
解
決
し
得

る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
ら
ば
資
本
主
義
を
如
何
に

「革
新
」
し
九
な
ら
ば
、
こ
の
矛
盾

が
取
り
去
ら
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

ナ
チ
ス
國
家
の
現
盟
制
は
、
屡

々
そ
の

一
つ
の
實
例
と
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
P
r
o
f
.
 
E
r
n
s
t
 
R
u
d
o
l
f
 
H
u
b
e
r
,
 
 
�
 
S
t
o
a
t
 
 
a
n
d

W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
.
"

は
そ
れ
に
關
す
る
最
も
曲
ハ型
的
な
文
献
で
あ
る
。

フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
そ
の
う
ち
で
、
「
國
家
経
済

」
(
S
t
a
a
t
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t

)
な
る
創
造
的
概
念
を
提
唱
し
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、

財
政
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
國
民
経
済

(
V
o
l
k
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t

)
を
意
・味
す
る
も
の
で
も
な
い
。
或
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
ーー

リ
ス
ト
の

「
民
族
主
義
経
済

」

(
N
a
t
i
o
n
a
l
o
k
o
n
o
m
i
e

)
を
指
す
の
で
も
な
く
、

或
は
マ
フ
ヵ
ン
チ
リ
ズ

ム
の
國
家
経
済

を
指
す
も

の
で
も
な
い
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、
國
民
経
済

に
対
す
る

「國
家
的
指
導
性
の
優
位
」

を
認
む
る
も
の
で
あ
つ
て
、

「
國
家
に
ょ

る
経
済

の
政
治
的
指
導
は
、
國
家
経
済

に
お
い
て
、
そ
の
最
高
の
完
結
を
な
す
」
と
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
は

「
國
家
の
み

が
、
國
家
的
利
益

の
た
め
に
、
特
定
の
経
済
領
域
を
管
理
す
る
特
権

(
S
t
a
a
t
s
r
e
g
a
l
e

)
が
、
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
か
や
う
な
國
家
の
政
治
的
指
導
性
は
、
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
ら
う
か
。
教
授
は
、
先
づ

國
家
が
経
済
を
指
導
す
る



方
式
の
、
二
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
、
「國
家
資
本
主
義
」
(
S
t
a
a
t
s
k
a
p
i
t
a
l
i
s
m
u
s

)
と
T「
國
家
社
會
主
義
」
(
S
t
a
a
t
s
s
o
z
i
a
l
i
s
m
u
s

)
と
.

な
し
、

「國
家
資
本
主
義
」
は
、
國
家
自
盟
が
、

資
本
主
義
的
自
由
競
争

の

一
主
燈
と
し
て
、
國
民
経
済

市
場

に
入
り
込
む
こ
と
で

あ
る
が
、

「國
家
社
會
主
義
」

は
こ
れ
に
反
し
、
自
由
経
済

の
法
則
を
排
除
し
、
こ
れ
に
代
ふ
る
に
、
経
済

へ
の
國
家
的
公
的
指
導

性
の
確
立
を
意
味
す
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
た
が
つ
て

「國
家
資
本
主
義
」
は
、
い
ま
だ
螢
利
目
的
の
追
及
を
許
容
し
て
ゐ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
、
「
國
家
社
會
主
義
」
は
、
國
家
の
政
治
的
必
要
に
も
と
つ
く
公
釜
の
追
及
を
目
的
と
し
て
ゐ
る
。
「
國
家

経
済

」
は
、

當
然
、

「國
家
計
會
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て
初
め
て
、
経
済

に
対
す

る
國
家

「主

権
」
が
確
立
せ
ら
れ
得
る

畢

と
す
る
。

し
か
ら
ば
、
教
授
の

「國
家
社
會
主
義
」
は
、
果
し
て
如
何
な
る
指
導
を
意
味
す
る
か
。
す
な
は
ち

「國
家
が
到
る
と
こ
ろ
及
び

一
切
の
場
合
に
、
自
ら
自
己
の
諸
機
關
を
通
じ
て
経
営
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
國
家

の
指
導
意
思
の
優
位
が
、

無
條
件
的
に
確
保

さ
れ
て
ゐ
る
限
り
、
私
的
企
業
者
及
び
非
國
家
的
團
體

に
よ
る
経
済
活
動
を
許
す
の
で
あ
る
。」

故
に

「國
家
経

濟
は
、
國
家

の
勢
力
と
高
権

(
H
o
h
e
i
t
 
d
e
s
 
S
t
a
a
t
e
s

)
と
を
侵
し
得
ざ
る
や
う
保
持
す
る
た
め
に
飲
く
べ
か
ら
ざ
る
少
数
の
経
済

部
門
を
も
つ
て
、
十
分
な
り
と
す
る
。
但
し
、
こ
の
領
域
に
お
い
て
は
、
當
然
、
國
家
は
、
排
他
的

・
決
定
的
な
管
理

(
V
e
r
w
a
l
t

u
n
g

)
を
要
求
す
る
。」
そ
し
て
、
い
か
な
る
経
済
領
域
を
、
い
か
な
る
程
度
に
、

國
家
の
高
樺
的
管
理
の
下
に
置
く
か
は
、
「
國
家

経
済

」
の
う
ち
に
お
い
て
占
め
ら
る
べ
き
、
「責
任
あ
る
政
治
的
決
断
」
の
問
題
で
あ
る
と
、
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
(
註
一
九
)

(註

幽九
)

「新
獨
逸
國
家
大
系
」
第
三
巻
・
四
七
-
五
〇
頁
。
Ж
r
u
n
d
l
a
g
e
n
,
 
A
u
f
b
a
u
 
a
n
d
 
W
i
r
t
s
c
h
a
f
t
s
o
r
d
n
u
n
g
 
d
e
s
 
n
a
t
i
o
n
a
l
s

國
防
國
心家
の
嶽
脚念
.
政
笛
小
・
繊
π挫氾

一
一
三
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二
號

一
一
四

o
z
i
a
l
i
s
t
i
s
c
h
e
n
 
S
t
a
a
t
e
s
,
"
 
B
d
.
 
I
.
 
G
r
u
p
p
e
 
2
.
 
B
e
i
t
r
a
g
 
1
9
.
 
S
S
.
 
2
8
-
2
9
.

國
家
が
國
民
経
済

を
統
制
す
る
に
は
、
次
の
や
う
な
種
々
の
形
式
が
あ
る
。
す
な
は
ち
、
生
産
手
段
の
、
部
分
的
叉
は
全
部
的
な
、

(
一
)
國
(公
)有
國
(公
)螢
、
(
二
)
國
(
公
)有
私
螢
、

(
三
)
私
有
國
(公
)
螢
、

(
四
)
私
有
私
螢
國
家
的
(
公
的
)管
理
、
で
あ
る
。

全
部
的
な
手
産
手
段

の
國
有
國
螢
(公
有
公
営

)
は
、
現
に
蘇
聯
邦

に
お
い
て
買
施

さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
部
分
的
國

有
國
螢
は
、
現
に
各
資
本
主
義
國
家
に
お
い
て
、
最
も

一
般
的
に
實
施
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
公
企
業
的
形
式
で
あ
る
。
し
か
る
に

最
近
と
み
に
顯
著
な
も
の
に
な
つ
て
き
た
の
は
、
第
四
に
あ
げ
九
と
こ
ろ
の
、
國
家
的

(
公
的
)
管
理
経
済

で
あ
る
。
現
に
、
わ
が

國
で
も
、
電
氣
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
最
近
貧
現
せ
ら
れ
、
更
に
今
後
も
大
い
に
そ
の
適
用
の
拡
大
が
豫
想
せ
ら
れ
て
ゐ
る
.

旋
會
政
策
的
方
式
は
、
す
で
に
早
く
よ
り
、
か
や
う
な
國
民
経
済

の
管
理
統
制
を
確
立
し
て
き
た
。
杜
會
政
策
學
派
の
う
ち
で
も

と
く
に
國
家
主
義
に
立
つ

一
派
は
、
國
家
を
主
罷

と
す
る
公
的
統
制
を
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
つ
た
。

ナ
チ
ス
の
理
論
は
、
沿
革

的
に
、
本
來
社
会

政
策
學
派
の
う
ち
の
、
か
や
う
な
國
家
主
義
派
そ
の
も

の
か
ら
獲
展
し
て
き
た
の
で
,

あ
る
。
(註
二
〇
)
上
に
あ
げ
た
フ
ー
バ
ー
教
授
の

「
國
家
経
済

」
の
理
論
も
、
明

に
か
や
う
な
歴
史
的
性
格
を
表
現
し
て
ゐ
る
。
そ

れ
は
要
す
る
に
、
國
家
主
.義
的
社
會
政
策
の
、
高
度
化
的
発
展

に
外
な
ら
な
い
。

(註
二
〇
)

拙
著

『
民
族
的
社
會
主
義
』

(
獨
逸政
治
叢
書
第
四
巻
)
参
照
。

こ
こ
に
ま
た
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
現
代
の

「
國
防
経
済

」
の
性
格
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
そ

の
政
策
原
理
に
お
い
て
、
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
社
會
政
策
に
は
、
社
會
政
策
的
な
原
理
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
原
理
は
、
い
"



ま
國
防
経
済

に
お
い
て
は
・
國
防
原
理
に
よ
つ
て
置
き
替

へ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
か
や
う
な
原
理
的
代
替
ば
・
必
ず
し

も
社
會
政
策
的
原
理
を
全
的
に
否
定
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
で
に

O
巽
旨
9

も
言
及
し

た

や

う

に
、
「
國
防
経
済

」
に
は

「
社
會
政
策
」
を
無
視

す
る
こ
蓬
が
出
來
な
い
。
(
註
國=

)

(註
一=

)

前
出
書
・
三
九
頁
。

わ
た
く
し
は
、
社
會

政
策
な
る
立
場
を
指
導
す
る
原
理
の
構
成
に
、
從
來
か
ら
疑
問
を
抱

い
て
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
(註
ニ
ニ
)
そ

れ
は
、
そ
こ
で
必
要
な
社
會
的
公
正
の
理
念
の
内
容
に
、
二
元
的
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
ア
ド
ル
フ
日
ワ
ク
ネ

ル
は
、
租
税
論
に
お
い
て
、
國
家
の
會
計
的
原
理
ご
社
會
政
策
的
原
理
と
を
要
求
し
て
ゐ
る
が
、
労
働
者
問
題
な
ご
に
つ
い
て
、
同

様
の
こ
と
が
云
は
れ
る
。
生
産
の
経
済
問
題
ご
、
社
會
的
な
階
級
問
題
ご
で
あ
る
。
故

に
、
わ
た
く
し
は
、
社
會
政
策
に
お
け
る
公

正
理
念

の
う
ち
に
、
政
治
學
上
の
問
題
た
る
べ
き
、
政
治
原
理
ε
、
経
済

學
上
の
問
題
た
る
べ
き
、
経
済

原
理
と
の
、
二
元
的
対
立

が
、
不
統

一
に
内
在
す
る
こ
と
を
非
難
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
経
済

と
政
治
こ
の
分
裂
で
あ
り
、
矛
盾
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
教
授
は
、
所
謂

「
國
家
経
済

」
の
下
で
は
、
政
治
ご
経
済

の
分
裂
が
な
い
こ
と
を
彊
調
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
當
然
、
「
國
家
経
済

」
そ
の
も
の
の
前
提
た
る
べ
き
、
資
本
主
義
匿
制
下
で
、

か
や
う
に
、
経
済

ご
政
治
ご
の
分
裂

の
排
除
が
可
能
で
あ
り
、
両
者

の

一
燈
化
が
完
成
さ
れ
得
る
か
ご
う
か
に
、
わ
た
く
し
は
、
な

ほ
疑
問
を
さ
し
は
さ
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
教
授

の
理
論
で
前
提

ご
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
、
輩
な
る
部
分
的
な
、
生
産
手
段

に
対
す
る

國
家
管
理
の
下
に
お
い
て
、
経
済

的
勢
力
の
恣
意
的
支
配
が
、
完
全
に
解
消
し
、
経
済

管
理
の
主
麗
た
る
國
家

の
政
治
に
お
け
る
十

國
防
國
家
の
概
念
・
政
策
・
構
造

一
一
五

●
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一
一
六

分
な
公
共
性
が
、
果
し
て
確
立
さ
れ
得
る
や
否
や
、
疑
問
で
あ
る
。
最
悪
の
場
合
を
前
提

と
す
れ
ば
、
経
済

的
恣
意
が
、
政
治
的
手

段
を
通
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
軍

に
形
式
的
な
公
的
性
を
表
現
し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
で
、
實
質
上
、
何
ら
の
公
的
性
を
も
持
ち
得

な
い
場
合
が
、
在
り
得
る
だ
ら
う
。
か
や
う
な
場
合
は
、
最
悪
の
例
で
、
極
端

で
あ
る
が
、
さ
う
で
な

い
場
合
で
も
、
多
か
れ
少
か

れ
、
い
ま
だ
許
容
さ
れ
て
ゐ
る
資
本
主
義
的
経
済

の
、
私
的
な
要
素
の
残
影
が
、
公
的
た
る
べ
き
政
治
的
管
理
の
う
ち
に
名
残
り
を

と
ざ
め
て
ゐ
る
こ
と

が
、
當
然
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
は
、
何
ら

「
國
防
経
済

」
や

「戦
蒙
経
済

」
を
前
提
蓬
し
て
、
云
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
も
道
理
は

同
じ
で
あ
つ
て
、
軍
に
、
五
十
歩
百
歩
の
差
違

に
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
。

か
や
う
な
理
由
に
よ
り
、
純
正
な
公
的
統
制
を
實
現
せ
ん
と
す
れ
ば
、
「
革
新
」
が
必
要
に
な
り
、

か
く
し
て

「
國
防
國
家
」
に

「
革
新
」
の
要
望
が
、
結
び
つ
く
こ
と
に

な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(註
ニ
ニ
)

拙
著

「政
治
學
に
於
け
る
経
済
政
策
の
概
念
」

(
小
野
塚
先
生
在
職
二
十
五
年
記
念
論
文
集
第
一
巻
)

し
か
し
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
か
や
う
な

「
革
新
」
の
要
望
は
、
「
國
防
國
家
」
の
下
で
は
、
「
國
防
國
家
」
に
相
慮
す
る
ご
こ
ろ

の

「革
新
」
た
る
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

國
防
國
家
に
よ
る
社
會
燈
制
は
、
フ
ー
バ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
、
上
述
し
た
や
う
な

「
國
家
経
済

」
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
決
し
て
全

盟
的
に
、
生
産
手
段
を
國
有

(公
有
)
に
移
す
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
部
分
的
に
、
生
産
乎
段
を
國
有

(
公
有
)
に
移
さ
う
と
す
る



も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
反
対

に
、
出
來
る
限
り
、
生
産
手
段
の
私
有
を
許
容
し
つ
つ
、
僅

に
そ
の
運
螢

を
、
國
家
の
立
場
か
ら
、

政
治
的
に
管
理
統
制
し
ょ
う
ご
す
る
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
必
す
し
も
、
生
産
手
段
の
國
有

(公
有
)
は
、
目
的

こ
せ
ら
れ
な
い
。

國
防
國
家
の
原
理
の
途
行
に
妨
げ
の
な
い
限
り
、
そ
の
私
有
私
螢
が
許
容
せ
ら
れ
つ
つ
、
そ
れ
の
妨
げ
に
な
る
限
度
に
お
い
て
、
叉

は
そ
の
原
理
の
途
行
に
必
要
な
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
そ
の
私
有
の
も
ε
で
の
國
家
管
理
が
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。

故

に
そ
れ
は
、
根
本
的
に
、
資
本
主
義
を
是
認
す
る
。
原
理
的
に
決
し
て
そ
れ
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
ら
ば
、
資
本
主
義
に
お
い
て
、
い
か
な
る
窯
が
、
國
防
國
家
の
原
理
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
は
云
ふ
ま
で
も
な

く
、
資
本
主
義

の
恣
意
性
で
あ
り
、
公
共
性
の
鋏
除
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
本
主
義

に
お
い
て
、
著
し
い
特
徴
と
な
つ
て
ゐ

る
生
産
能
率
主
義

の
原
理
は
、
國
防
國
家

に
お
い
て
も
、
大
い
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
能
率
主
義

の
原
理
は
、
資
本
主
義
の
恣
意
性

と
離
れ
て
在
る
の
で
は
な
い
。
す
な
は
ち
、
そ
の
利
潤
主
義
が
、
そ
の
能
率
主
義

の
原
動
力
で
あ
つ
て
、
利
潤
主
義
が
抑
制
さ
れ
た

場
合

に
は
、
能
率
も
亦
遽
減
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

國
防
國
家

の
原
理
に
は
、
現
に
か
や
う
な
矛
盾
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
利
潤
主
義
は
、
恣
意
的
生
産
を
許
容
す
る
こ
と

で

あ
り
、
妥
れ
に
よ
つ
て
生
産
能
率
を
高
め
る
自
由
競
争

が
、
成
立
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ご
は
、
他
方
で
國
防
経
済

や
戦

雫
経
済

の
企
書
的
要
求
と

7
致
し
な
い
た
め
に
、
そ
こ
に
横
行
す
る
恣
意

へ
の
抑
制
を
強
化
し
つ
つ
、
生
産
の
企
書
性
を
實
現
せ
ん

と
す
れ
ば
、
同
時
に
生
産
能
率
の
減
退
を
招
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
反
対

に
、
生
産
能
率
を
あ
げ

る
上
か
ら
云
へ
ば
、
恣
意

的
な
利
潤
主
義
と
、
自
由
競
争
に
及
ぶ
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

國
防
國
家
の
概
念
・
政
～策
●
禮
鑑
渇

一
一
七
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國
防
経
済

や
戦
争
経
済

に
お
い
て
、
企
書
性
の
必
要
な
る
こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
同
時
に
、
む
し
ろ
よ
り
多
く
必
要
な
こ

と
は
、
莫
大
な
消
耗
に
対
応
す
る
た
め
の
、
生
産
能
率
の
高
度
化
で
あ
る
。
か
く
し
て
企
書
化
と
能
率
化
ε
の
矛
盾
が
護
生
す
る
。

能
率
化
に
お
い
て
は
、
資
本
主
義

と
國
防
國
家
ご
は
、
決
し
て
矛
盾
を
し
な
い
。
む
し
ろ
企
書
性
の
要
求
に
お
い
て
、
両
者

の
矛

盾
が
発
生

す
る
。
し
江
が
つ
て
自
由
主
義
時
代
の
國
際
戦
争

は
、
却
つ
て
資
本
主
義
の
発
達

を
助
成
し
、
戦
争

と
経
済

こ
の
矛
盾
は

殆
ん
ご
認
め
ら
れ
な
か
つ
九
の
で
あ
る
。
國
防
國
家
の
登
生
に
ょ
つ
て
、
初
ぬ
て
経
済

へ
の
政
治
的
企

書
性
が
要
求
さ
れ
る
や
う
に

な
り
、
か
く
し
て
、
こ
こ
に
所
謂
」
革
新
」
が
、
要
求
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
九
の
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の

「企
書
性
」
の
實
質
そ
の
も
の
で
あ
る
。
結
局
そ
れ
は
、
國
防
叉
は
戦
争

目
的

へ
向

つ
て
の
企
書
化
に
外
な
ら
な

い
の
で
あ
つ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
経
済

力
を
、
か
や
う
な
目
的
に
向
つ
て
能
率
化
す
る
こ
ご
で
し
か
な

い
。

資
本
主
義
そ
の
も
の
に
見
出
さ
れ
る
能
率
性
は
、
專
ら
私
的
利
潤
を
目
的
こ
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
國
防
國
家

の
能
率
性
は
、

戦
争

を
目
的
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
こ
こ
ろ
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
そ
れ
は
社
会

政
策
原
理
や
社
會
主
義
原
理
が
、

能
率
よ
り
も
、
む
し
ろ
公
正
を
1

生
産
の
能
率
よ
り
も
、
社
會
関
係

と
富
の
配
分
の
公
正
を
目
的
こ
し
て
ゐ
る
の
こ
比
べ
て
、
根

本
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
國
防
國
家
に
お
け
る
所
謂

「革
新
」
が
、
本
質
的
に
何
を
意
味
し
て
ゐ
る
か
が
、
明
瞭
で
あ
る
で
あ
ら
う
。
か

や
う
な
原
理
が
、
決
し
て
、
資
本
主
義
の
本
質
的
な
矛
盾
を
止
揚
し
て
、
本
質
的
に
公
正
な
る
経
済
関
係

を
樹
立
す
る
に
債
し
な
い

こ
ご
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
で
あ
ら
う
。



「
生
め
よ
増

へ
よ
」
「
勤
勢
奉
仕
」
「
訓
練
」
「
厚
生
」
す
べ
て
こ
れ
、
生
産
能
率
の
強
化
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
ま
た
人
的

「資
材
」

の

「
物
的
」
資
材
化
な
ら
す
し
て
何
で
あ
る
か
。

し
か
し
、
そ
れ
は
す
べ
て

「
戦
争
の
紳
聖
」
に
よ
つ
て
安
當
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
戦
争

の
必
要
が
、
・す
べ
て
を
合
理
化
す
る
の

で
あ
る
。

(
四
)

國

防
國
家

の
政
治
的

構
造

國
防
國
家
は
、
ま
た
政
治
的
構
造
を

「革
新
」
す
る
。
三
椹
分
立
性
を
排
除
し
て
、
執
行
機
能
の
強
化

.
優
越
を
も
ち
き
た
す
の

み
な
ら
す
、
多
数
政
党

主
義

と
議
會
政
治
と
を
打
倒
し
て
、
政
治
そ
の
も
の
の
上
に
も
能
率
的
運
用

形
式
を
作
り
あ
げ
る
。(註
二
三
)

(
註
二
三
)

『
國
家
學
會
雑
誌
』

(五
四
ノ
九
)
特
輯

「執
行
権
の
強
化
」
参
照
。

近
衛
首
相
新
艦
制
聲
明

(
八
月
十
八
日
)
に
お
い
て
は
、
(
一
)
統
師
と
國
の
調
和

(
二
)
政
府
部
内
統
合
能
率
の
強
化
(
三
)
議
會
翼
賛
盟

制
の
確
立
、
を
も
つ
て
、
わ
が
國
防
國
家
の
政
治
的
構
造
の
原
理
と
し
て
ゐ
る
。

第

一
次
厭
洲
大
戦
以
來
、
政
治
の
立
憲
自
由
主
義
的
蓮
螢
方
式
が
漸
次
崩
壌
の
過
程
を
た
ざ
り
始
め
、
左
右
両
翼

に
向

つ
て
の
、

政
治
の
独
裁
化
的
傾
向
が
著
し
く
な
つ
た
こ
と
は
、
唯
、
戦
争

の
影
響

に
よ
る
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
職
後
各
國
家
の
杜
會
的

内
部
膿
制
の
上
に
著
し
い
構
成
的
変
化
が
勃
興
し
來
つ
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。

か
や
う
な
基
本
的
歌
況
の
上
に
、
現
時
の
職
時
状
態

が
発
展

し
來
つ
た
た
め
に
、
そ
の
基
本
的
な
も
の
こ
、
上
暦
的
な
も
の
と
の
認

識
が
混
気
し
、
國
防
國
家
そ
の
も
の
の
概
念
が
不
明
瞭
な
も
の
に
陥

つ
九
こ
ご
は
、
既
に
社
會
的
構
造
の
説
明

に
お
い
て
述
べ
た
こ

國
防
國
[家
の
概
念
・
政
策

●
縫
混
氾

一
一
.九
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〇

こ
ろ
ご
、
同

一
で
あ
る
。

そ
の
効
果

の
上
か
ら
こ
れ
を
見
て
も
・
ま
た
同
じ
こ
ご
が
云
へ
る
。
す
先
は
ち
・
そ
の
政
治
的

「
革
新

」
そ
の
も
の
が
・
最
早
・

本
來
の
そ
れ
で
な
く
な
り
、
國
防
國
家
的
戦
争

目
的
の
た
め
の
も
の
に
、
漸
次
韓
化
し
て
き
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

立
憲
主
義

・
政
党
主
義

.
民
主
主
義

へ
の
非
難
は
、
本
來
ラ
7ッ
シ

霧
的
主
張
こ
し
て
現
は
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
國
防

國
家
の
政
治
原
理
も
亦
、
同
じ
や
う
な
主
張
の
上
に
立
つ
て
ゐ
る
。
も
ご
よ
リ
ブ
7
ッ
シ
ズ
ム
ε
國
防
國
家

ε
の
間
に
は
、
何
ら
の
關

聯
が
な
い
ご
は
云

へ
ぬ
。
し
か
し
両
者

は
、
決
し
て
完
全
に

一
盟
的
な
存
在
で
は
な
い
。
各

々
互
に
独
自

の
異
る
面
を
含
ん
で
ゐ
る

こ
ご
は
、
す
で
に
蓮
べ
た
通
り
で
あ
る
。

か
つ
て
、
フ
ァッ
シ
ズ
ム
運
動
の
初
期
に
お
い
て
、

「外
職
を
通
じ
て
内
戦

へ
」
或
は

「
國
際
戦
争

を
通
じ
て
封
内
的
革
新

へ
」
の

標
語
が
主
張
せ
ら
れ
九
。
フ
ァッ
シ
ズ
ム
運
動
の
實
践
も
亦
、
こ
の
線
に
添
う
て
行
は
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
参
職
論
や
フ

ユ
ー
メ
占
領

な
ご
は
、
わ
が
國
に
お
け
る
、
か
つ
て
の
征
韓
論
の
や
う
な
意
味
を
含
ん
で
ゐ
た
。
し
か
し
、
現
時
の
國
際
戦
争

は
、
す
で
に
余
り

に
も
、
國
家
に
と
つ
て
の
、
大
き
な
負
担

と
な
る
に
至
つ
た
。
そ
し
て
國
家
は
、
戦
争

以
外
、
最
早
他
を
顧
る
暇
も
な
い
。
フ
ァッ
シ

ズ
ム
は
漸
次
変
質

し
て
、
國
防
國
家

へ
韓
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
立
憲
政
治
の
独
裁
化
が
起
り
、
多
数
政
党

主
義

の
、

一
窯
独
裁
判

へ
の
変
化
が
起
り
、
議
會
政
治
の
機
能
喪
失
が
始
ま

つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
韓
移
の
上
に
も
、
純
粋

の

「革
新
」
目
的
ご
戦
争

目
的
ご
の
対
立

が
、
見
出

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
卵
か
ら
は
、
「革
新
」
が
生
れ
て
來
な
い
で
、
却
つ
て
戦
争

が
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
戦
争

そ
の
も
の
と
、
フ
,ヶ
シ
ズ
ム
と
の
關
聯
の
如
何
に
か
か
は
ら
す
、既
に
、國
家
が
戦
争

に
直
面
し
て
ゐ
る
以
上
、
こ
れ

に
備

へ
る
た
め
の
政
治
盟
制
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
フ
ァツ
シ
ズ
ム
の
政
治
盟
制
が
、
最
も
適
切
な
形
式
を
備

へ
て
ゐ
る
。
結
果
的
に
見
れ
ば
、
フ
ァッ
シ
ズ
ム
は
、
戦
争

の
備

へ
を
な
す
九
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
た

と
い
つ
て
、
差
支
は
な
い
。

ハ
ー
ゼ
ル

マ
イ
ヤ
ア
の

『
國
防
軍
』
と
題
す
る
論
文
に
よ
れ
ば
、
國
防
國
家

の
政
樺
的
原
理
は
、
職
業
的
軍
人
政
権
で
あ
る
こ
と

で
は
な
く
て
、
軍
に
、
封
外
的
戦
争

能
力
の
磯
揮
の
た
め
に
整
備
せ
ら
れ
た
組
織
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
や
う
な
組
織
と
し
て

は
、
指
導
者
主
義
や
、

一
窯
独
裁
判

は
、
極

め
て
効
果

的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
更
に
必
要
な
要
素
は
、
政
治
と
國
防
用
兵
と
の
統
合
で
あ
り
、

一
般
政
治
外
交

と
軍
政
と
軍

の
統
帥
と
兵
の
運
用

と
が

完
成
的
な
綜
合
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
で
あ
る
。

古
く
よ
り
、
戦
争
は
政
治
の
延
長
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
て
き
た
け
れ
ざ
も
、
(註
二
四
)近
代
の
政
治
的
機
能
主
義
(
F
u
n
c
t
i
o
n
a
l
i
s
m

)

の
原
理
の
要
求
と
し
て
、
政
治
の
運
用
と
軍
の
運
用

と
は
、
互
に
相
分
離
す
る
こ
と
を
以
つ
て
原
則
と
し
て
ゐ
た

。
軍
國
主
義

の
機

鮮
地
と
目
せ
ら
れ
る
帝
政
プ
ロ
シ
ア
に
お
い
て
、
す
で
に
政
治

と
統
帥

と
の
分
離
隔
絶
が
、
行
は
れ
て
ゐ
た
。
職
時
に
お
い
て
は
、

こ
の
不
合
理
を
補
足
す
る
た
め
に
、
國
防
會
議
が
臨
時
的

に
設
置
さ
れ
九
り
、
大
本
螢
が
作
ら
れ
た
り
し
た
。

(註
二
四
)
P
a
u
l
 
S
c
h
m
i
t
t
e
n
n
e
r
,
 
P
o
l
i
t
i
k
 
 
a
n
d
 
K
r
i
e
g
s
f
i
i
h
r
u
n
g
.
 
S
.
 
9
.

現
代
の
國
防
國
家
の
下
で
は
、
す
で
に
、
か
や
う
な
政
と
軍
と
の
機
能
主
義
が
、
根
本
的
に
排
斥
せ
む

れ
て
を
り
、
恒
久
的
な
爾

者
の
統
合
が
要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

國
防
國
家
の
概
…念
.
政
笛
小
●
綾
…批氾

一
二
一
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例

へ
ば
、
O
e
r
t
z
e
n
は
、
第

一
次
欧
洲
大
職
の
ド
イ
ツ
に
與

へ
九
最
も
重
要
な
教
訓
の

一
は
、
政
治

と
統
帥
と
の
統
合
と
い
ふ
こ

と
で
あ
つ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
。
ま
た
S
c
z
e
p
a
n
s
k
i

に
依
れ
ば
、
K
r
i
e
g
s
f
u
h
r
u
n
g

(
戦
争
)
H
e
e
r
f
i
u
h
r
u
n
g

(
統
帥
)
S
t
r
a
t
e
g
i
e

(職

略
)
の
三
つ
の
観
念
を
通
じ
て
、
政
治
と
統
帥

と
の
関
係

を
、
次
の
や
う
に
結
合
し
て
ゐ
る
。

(
一
)
戦
争

は
、
主
禮
た
る
政
治
家

に
隷
属
す
る
軍
の
統
帥
者
に
ょ
つ
て
行
は
れ
る
事
項
で
あ
り
、

(
二
)
統
帥

は
主
燈
た
る
軍
の
統
帥
者
に
ょ
つ
て
行
は
れ
る
事
項
で
あ
り
、

(
三
)
戦
略
は
軍
の
統
帥
者
の
下
に
立
つ
軍
司
令
官
に
よ
つ
て
行
は
れ
る
事
項
で
あ
る
。

か
や
う
に
、
統
帥

に
対
す

る
政
治
家
の
優
越
性
が
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
O
e
r
t
z
e
n
の
亦
支
持
し
て

ゐ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
(
註
二
五
)

(
註
二
五
)
O
e
r
t
z
e
n
,
 
a
.
 
a
.
 
O
.
 
S
.
 
1
6
1
.

一
九
三
八
年
二
月
四
日
の
ド
イ
ツ
國
軍
の
改
組
事
件
は
、
蕾
式
な
政

・
軍
の
対
立

を
打
破
し
、
軍
に
対
す
る
政
治
の
指
導
性
の
下

・に
、
両
者

の
統
合
化
を
完
成
せ
る
も
の
で
あ

つ
た
。
(
註
二
六
)

(註
二
六
)

転
著

『
獨
伊
独
裁政
の
機
構
』
参
照
。

現
代
に
於
け
る
政
と
軍
と
の
統
合
は
、
軍

に
ナ
チ
ス
國
家
の
要
望
に
と
ご
ま
る
の
で
は
な
い
。
民
主
主
義

の
米
國
に
お
い
て
す
ら

そ
れ
は
主
張
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
實
例
と
し
て
E
d
u
a
r
d
 
M
e
a
d
 
E
a
r
l
e
,
 
"
 
N
a
t
i
o
n
a
l
 
O
e
f
e
n
c
e
 
a
n
d
 
P
o
l
i
t
i
c
a
l
 
S
c
i
e
n
c
e
.
 
"

を

＼

引

用

す

る

こ

と
が

で
き

る

。
(
註

二
七
)



同
氏
は
、
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

「國
防
の
組
織
は
、
唯
、
軍
人
の
問
題
に
止
ま
ら
な
い
。
議
會
政
治
及
び
代
議
政
治
の
下
に
お
い
て
も
、
と
く
に
大
英
帝
國
や

米
國

に
お
い
て
も
さ
う
で
あ
る
や
う
に
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
も
、
文
人
政
権
に
よ
る
軍
事
の
統
制
が
、
自
由
の
建
設
に
お
け
る
、

礎
石
の

一
つ
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
文
と
武
と
の
間

に
お
け
る
、
二
つ
の
抗
雫
的
勢
力
の
閲
の
、
固
有

的
紛
雫
を
許
容
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
反
対

に
、
む
し
ろ
陸
海
軍
と
文
治
的
権
力

と
の
有
敏
な
る
協
働
が
行
は
れ
、
最
高

の
能
率
を
あ
げ
る
た
め
に
、
國
家
政
策
の
要
當
且

つ
合
理
的
な
軍
事
的
運
用
が
行
は
れ
る
や
う
に
、
協
力
す
べ
き
こ
と
が
必
要

で
あ
つ
た

。」
(
四
八
二
頁
)

し
か
し
、
最
近
の
ド
イ
ツ
に
樹
す
る
英
佛
聯
合
軍

の
敗
北
を
來
し
た
こ
と
は
、

「
政
治
、
経
済

及
び
軍
事
的
戦
略
の
緊
密
な
、
相

互
的
聯
關
を
作
る
上
に
、
根
本
的
な
失
敗
が
あ
つ
た
」
と
云
ふ
こ
と
で
あ
ら
う
。
(四
八
四
頁
)

総
力
職

(
T
o
t
a
l
 
W
a
r

)
は
、
総
力

的
國
防

(
T
o
t
a
l
 
D
e
f
e
n
c
e

)
に
よ
る
企
書
を
必
要
と
す
る
。
(
四
九
〇
頁
)

「軍
事
的
事
項
は
、

決
し
て
軍
に
、
非
常
的
事
貫
で
は

な
い
。」
(同
上
)

凡
そ
、
職
略
の
問
題
は
、
次
の
や
う
な
三
つ
の

一
般
的
範
疇
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
は
、
第

一
義
的
に
軍
事
政
策
に
属
す

る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
も
豫
備
的
な
、
叉
は
あ
く
ま
で
政
治
的
な
も
の
、
(
例
へ
ば
グ
ァ
ム
島
の
武
装
、

フ
ィ
リ
ッ
ピ

ン
諸
島
の
軍
事

基
地
、
そ
の
他
ラ
テ
ン
ーー
ア
メ
リ
カ
及
び
大
平
洋
に
お
け
る
軍
事
的
擦
鮎

の
確
保
)
第
二
は
政
治
的
關
聯
を
も
つ
に
か
Σ
わ
ら
す
あ

く
ま
で
軍
事
的
な
も
の

(
例
へ
ば
軍
艦
の
建
造
や
航
室
機
の
製
作
の
ご
と
き
)、
そ
し
て
第
三
は
、

政
治

と
軍
事
と
の
間

に
横
は

る

國
防
國
家
の
概
念
・
政
策
・
構
造

一
二
三



法
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研

究
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十
一
巻

第
二
號

一.二
四
.

「
薄
明
地
帯
」
(
"
t
w
i
l
i
g
h
t
 
z
o
n
e
"

)
の
や
う
な
部
分
で
あ
る
。
こ
の
三
種
の
領
域
の
う
ち
、
第

二
の
み
が
、
軍
略
的
な
、

軍
人
に

專
属

す
る
事
項
で
あ
る
が
、

第

一
及
び
第
二
の
領
域
は
、
「
學
者
が
権
威
を
も
つ
て
何
ら
の
保
留
も
な
く
褒
言
し
得
る
」
部
分
で
あ

る
。
も
と
よ
り
、
學
者
と
い
へ
ざ
も
、
第
二
の
領
域
に
対
し
て
、
焚
言
し
得
る
し
、
軍
人
と
錐
も
、
第

一
及
び
第

二
の
領
域
か
ら
く

る
命
令
に
対
し

て
、
登
言
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
(
四
九
二
頁
)

こ
の
論
文
は
、
最
近
の
米
國
の
英
國
援
助
政
策
に
關
聯
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
純
粋

に
政
治
學
者
の
學
術
的

立
場
か
ら
の
見
解
で
あ
る
。

(註
二
七
)
"
P
a
l
i
t
i
c
a
l
 
S
c
i
e
n
c
e
 
Q
u
a
r
t
e
r
l
y
"
,
 
v
o
l
.
 
Z
V
.
 
N
o
.
 
4
.
 
(
D
e
c
.
 
1
9
4
0
.
)

か
や
う
に
、
独
裁

國
家

と
い
は
す
、
民
主
主
義
國
家
と
い
は
す
、
い
ま
や
、
從
來
の
政

・
軍
分
離
主
義

に
樹
す
る
再
検
討
の
必
要

を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
所
謂
、
総
力
職
は
、
政
と
軍

と
の
、
完
全
な

一
腔
化
な
く
し
て
は
、
完
成

せ
ら
れ
得
ら
れ
な
い
こ
と

が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
間
題
は
、
當
然
、
立
法
及
び
行
政
機
構
上
に
お
け
る
立
憲
主
義
的
三
権
分
立
論
の
、
原
理
的
変
革

を
必
要
と
し
つ
つ
あ
る
。

根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
立
憲
主
義
思
想
と
並
行
的
に
発
展
し
て
き
た
自
由
主
義
的
機
能
主
義

の
原
理

へ
の
、
再
検
討
が

要
求
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

所
謂
、

全
盟
主
義

(
T
o
t
a
l
i
t
a
t
s
p
r
i
n
z
i
p

)
の
適
用
が
、

こ
こ
ま
で
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
示

す
の
で
あ
る
が
、
國
防
國
家
も
、

そ
の
潮
流
の
上
に
浮
ぴ
あ
が
つ
て
き
九
理
論
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
國
防
國
家

の
下
に
お
い
て
は
、
政
治
が
統
帥
に
対
し

て
、
指
導
性
を
持
九
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の



政
治
は
、
す
で
に
、
國
防
國
家
的
原
理
に
よ
つ
て
構
成
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
、
統
帥
ε

一
騰
化
せ
る
政
治

で
あ
る
。
そ
の
政
治
樫
力

は
、
必
す
し
も
職
業
的
軍
人
の
澹
當
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
、
政
模
の
捲
當
者
は
、
す
で
に
實
質
的

に
、
軍
人
的
原
理
の
盟
現

者
で
あ
る
の
で
あ
る
。

(
五

)

日
本

國
防

國
家
と
憲

法

わ
が
國
に
お
け
る
國
防
國
家

の
問
題
は
、
大
正
七
年
に
ま
で
潮

つ
て
考

へ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
は
ち
、
同
年
四
月
十
七

日
法
律
第
三
十
八
號
ご
し
て
公
布
さ
れ
た

「軍
需
工
業
動
員
法
」
は
、
す
で
に
、
職
時
に
お
け
る

一
定
の
軍
需
生
産

・
労
働
・
交
通

・
物
資

・
土
地
叉
は
建
築
物
に
対
す
る
國
家
管
理
化
を
規
定
し
た
。

こ
の
時
期
は
、
あ
た
か
も
日
本
資
本
主
義

の
段
階
的
飛
躍

の
時
期
で
あ
り
、
ま
九
そ
の
本
質
的
移
行
の
時
期
で
あ
つ
た
。(註
二
八
)

(
註
二
八
)

わ
た
く
し
は
そ
れ
を
民
族
主
義
か
ら
、
帝
國
主
義
へ
の
移
行
で
あ
る
と
規
定
し
て
ゐ
る
。
拙
著

『
口H
本
政
治
史
大
綱
』
第
二
版
・
三
七

八
ー
三
九
五
頁
。

爾
來
、
幾
度

か
の
経
済
的

・
政
治
的
動
揺
期
を
経
て
、
日
本
國
家
の
立
法
政
策
は
、
釜
々
経
済
統
制
に
向
つ
て
磯
展
し
て
行
つ
た
。

昭
和
十
二
年
七
月
、
支
那
事
変

の
勃
登
に
ご
も
な
ひ
、
準
戦
時
騰
制
か
ら
、
純
職
時
盟
制
に
入
つ
て
き
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
國

防
國
家
の
高
度
化
が
さ
け
ば
れ
る
や
う
に
な
つ
九
。
し
か
し
、
公
の
言
論
の
う
ち
に
國
防
國
家

の
用
語
が
現
は
れ
て
き
た
の
は
、
漸

く
昨
昭
和
十
五
年
八
月
乃
至
九
月
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
、
同
年
八
月
二
十

一
日
獲
行

『
週
報
』

の
巻
頭
に
揚
げ
ら
れ
た

國
防
國
家

の
概
念

.
政
策

.
構
造

一
二
五
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陸
軍

省
情

報

部

の

「
國

防

國

家

建

設

の
必

要

」

ど
題

す

る
論

文
、

並

に

「
新

禮

制

」
準

備

會

の
獲

會

に
當

り
、

近
衛

首

相

の
聲

明

の

う

ち

に
言

及

さ

れ

た

「
高

度

國
防

國

家

の
整
備

」

乃
至

當

時

起

草

さ

れ

た

「
薪

膣

制

」
綱

領

案

文
中

に

お
け

る

「
高

度

國

防

國

家

の

建

設

」

で

あ

る

。
前

者

は
、

八
月

二
十

九

日

の

新
聞

紙

に

お

い
て

焚

表

さ

れ
、

後

者

は
、

九

月

上
旬

の
言

論

機

關

に
現

は

れ

た

こ

こ

ろ

で

あ

る

。
(
註

二
九
)

(
註
二
九
)

『
週
報
』
第
二
〇

一
號
、
八
頁

以
下
引
用
。

「
從
來

の
や
う

に
職
璽

に
な
つ
て
か
ら
。

や
れ
動
員

だ
、
や
れ
職
時
経
済

統
制

だ
と

い
つ
て
始

め
て
ゐ
て
は
遅

い
。
平
時
か
ら
職
時
と
同
じ
や

う

に
國
家

の
状
態

を
整
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
云

ふ
の
が
、
最
近
國
防
國
家
論
が
撞
頭
し

て
き
た
わ
け
緬
あ
る
。

即

ち

國
防
を
主
眼
と
し

て
國
家
態
勢
を
有
機
的
に
統

一
整
備
す
る

こ
と
に
な
る
。

今
、
國

防
國
家

の
理
想
型
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
考

へ

て
み
る
と
、
先
づ
第

一
に
軍
備
が
、
質
量
共
に
そ

の
國
是
途
行
を
保
障
す
る
に
充

分
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
職
璽
途
行
を
容
易
な
ら
し
め
る

た
め

の
政
治
が

一
元

化
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
経
済

的
に
は
公
益

優
先
主
義

に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
、
國
民
生
活
が
確
保

さ
れ
る
や
う
に
蓮
菅
さ
れ

て
ゐ
る

こ
と
、
資
源

的
に
は
自
給

自
足
が
可
能
で
あ
る

こ
と
、

工
業

的
に
は
軍
需

を
充
分

に
充
足
し
う
る

こ
と
、
科
學
的

に
は
敵

の
意
表

に
閏

で
得
る
登

明
能
力
を
有
し
、
思
想
的
に
は
國
民
精
神

を
健
全
に
螢
展
せ
し

め
得
る
資
源
を
有
す
る
こ
と
な
ど
、
廣
義
國
防
の
要
素
が
立
派

に
整

備
さ
れ
た
國
家
が
理
想
型

で
あ
る
と
云

へ
よ
う
。
」

そ
し
て
資

源
の
上
か
ら
東

亜
共
榮

圏
を
要
求
し
、
政
治
膿
制
と
し

て
は
、
家
族
制
度
を
中
心
と
す
る

「
家
族
的
生
命
燈
を
構
成
す

る
」

こ
と

を
要
求
し
、
憲

法
の
自
由
主
義
的
解
釈

の
修
正
を
必
要
と
し
て
ゐ
る
。
経
済

盟
制

に
つ
い
て
は
、

「
最
大
の
能
率
を
霊
す
」

こ
と
を
國
民

に
要

求
す
る
。
文
化
艦
制

に
つ
い
て
は
、

「
わ
が
國
独
自

の
指
導
原

理
が

生
れ
」
る
こ
と
を
要
望
し

て
ゐ
る
。

近
衙
聲
明
も
亦
こ
れ
に
呼
鷹
し

て
、

「
政
治
、
経
済

、
教

育
、
文
化
等
あ
ら

ゆ
る
國
民
生
活

の
領
域

に
お
け
る
新
燈
制
確

立
の
要
請
」
を
、

高
度
國
防
國
家

の
基
礎
と
し
て
説

い
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。



か
や
う
に
、
大
正
七
年
か
ら
昭
和
十
五
年
に
亘
る
わ
が
國
内
情
勢
の
推
移
を
、
更
に
決
定
的
に
し
た
も
の
は
、
昭
和
十
三
年
四
月

一
日
法
律
第
五
十
五
號
と
し
て

公
布
さ
れ
、
同
年
五
月
五
日
實
施
せ
ら
れ
九
ご
こ
ろ
の

「
國
家
総
動
員
法

」
で
あ
る
こ
と

は
い
ふ
ま

で
も
な
い
。
こ
れ
は
直
接
に
、
大
正
七
年
の

「軍
需
工
業
動
員
法
」
に
代
る
と
こ
ろ
の
、
よ
り
完
成
的
な
立
法

こ
し
て
現
は
れ
て
き

た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
つ
て
、
わ
が
國
の
國
防
國
家
も

一
慮
完
成
を
見
た
と
い
ふ
こ
と

が
で
き
よ
う
。

こ
の
約

二
十
年
間
除

の
、
わ
が
國
防
國
家
の
獲
展
過
程
に
お
い
て
、
同
時
に
、
直
接
そ
れ
と
は
関
係

の
な
い
、
経
済

統
制
立
法
の

彩
し
い
出
現
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
そ
の
煩
に
堪
え
な
い
が
故
に
、

一
.々

具
體
的

立
法
を
學
示
す

る
こ
と
を
避
け
る
の
で
あ
る
が
、
「
統
制
法
令
集
」
を

一
瞥
[す
れ
ば
、

そ
の
事
實
は
明
白
で
あ
る
。

ご
く
に
そ
の
間
に
お
い
て
、
昭

和
六
年

の
満
洲
事
変

と
昭
和
十
二
年
通
常
議
會
以
後
に
お
け
る
準
戦
時
態
勢
の
強
化
の
時
期
は
、
こ
の
方
向

へ
の
、
ε
く
に
磯
展
的

な
段
階
を
な
し
て
ゐ
る
。
(註
三
〇
)

(
註
三
〇
)

菊
池
勇
夫

『
経
済
統
制

法
』

(
新
法
學
全
集
)

に
よ
れ
ば
、
ー

(
一
)
世
界
大
職
及
び
職
後

の
時
期
、

(
二
)
關
東
大
震
火
災
か
ら
重
要
産
業
統
制
法
制
定
ま
で
の
時
期
、

(
三
)
満
洲
事
変

か
ら
準
職
時
膿
制
ま
で

の
時
期
、

(
甲
)
農
村
匡
救

計
書
を
中
心
と
し
て
、

(
イ
)
農
村
匡
救
関
係

、

(
ロ
)
通
商
貿
易
関
係

、

(
ハ
)
産
業

統
制
関
係

、

(
乙
)
準
職
時
燈
制

の
時
期
、

(
イ
)

産
業
統
制
関
係

、

(
ロ
)

通
商
関
係

、

(
ハ
)
農
業
及
び
商
業
関
係

そ
の
他
、

國
防
國
家

の
概
念

.
詫以
策

・
縫
…吐旭

一
二
七
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號

一
二
八

(
四
)
支
那
事
変
下
に
お
け
る
職
時
燈
制
の
時
期
、

に
、
こ
れ
が
分
け
ら
わ
て
を
り
、
各
時
期
に
お
け
る
立
法
政
策
の
獲
展
性
が
、
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(別
冊

・
一
四
ー
二
〇
頁
。)

こ
こ
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
こ
ご
は
、
國
防
國
家
的
発
展

は
、
軍

に
軍
事
的
組
織
の
変
化
獲
展
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
し
に
、

同
時
に
、
資
本
主
義
秩
序
の
変
質

を
件

ふ
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
實
で
あ
る
。
そ
の
変
質
は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
自
由
主
義

の
衰
頽
で

あ
つ
て
、
統
制
経
済

の
磯
展
で
あ
る
。

か
や
う
な
、
相
當
恒
久
的
な
、
そ
し
て
ま
た
極
め
て
基
本
的
な
、
社
會
的
構
成
変
化

の
流
動
の
上
に
、
徐
々
に
蓮
ば
れ
て
き
た
も

の
が
、
國
防
國
家
で
あ
り
、
ま
た
高
度
國
防
國
家
で
あ
る
こ
い
ふ
こ
と

も
亦
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
か
ら
、
屡

々
問
題
に
の
ぼ
さ
れ
る
、
國
防
國
家

の
非
常
性
ご
恒
常
性
、
臨
時
性

ご
恒
久
性
と
の
問
題
が
発
展

し
て
く
る
。

上
揚
の
陸
軍
省
情
報
部
の
説
明
に
も
あ
る
や
う
に
、

國
防
國
家
は
、
「
平
時
か
ら
職
時
と
同
じ
や
う
に
國
家

の
状
態
を
整
備
し
て

置
く
」
こ
ご
.で
あ
る
。
し
九
が
つ
て
、
そ
こ
で
は
、
國
防
國
家
が
、
臨
時
的
な
も
の
で
も
、
緊
急
的
な
も
.の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
平

常
的

・
恒
久
的
な
も
の
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
國
防
國
家
の
う
ち
に
、
準
戦
壁
鐙
制
も
含
ま
れ
う
必
す
し
も
現
戦
時
盟
制

の
み
を
意
味
し
な
い
関
係
上
、
當
然
な
ご
ε
ε
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
國
防
國
家
は
、
最
初
に
明
に
し
九
や
う
に
、
決
し
て
國
家
の

一
つ
の
麗
制
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
國
家

の

政
治
原
理
で
あ
る
。
こ
の
鐵
が
屡

々
混
同
せ
ら
れ
て
ゐ
る
江
め
に
、
誤
謬
が
生
す
る
。
そ
し
て
、
國
防
國
家
は
、
國
際
戦
争

を
國
家

目
的
こ
す
る
原
理
な
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
そ
れ
に
よ
つ
て
、
あ
ら
ゆ
る
國
家
の
政
治

・
経
済

.
文
化
を
指
導
し
よ
う
ビ
す
る
の



で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
國
防
國
家

の
存
在
は
、
職
時
た
る
ε
、
平
時
忙
る
ε
を
問
は
す
在
り
得
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
・い
や

し
く
も
、
國
防
國
家
が
、
國
家

に
お
け
る
戦
争

目
的
の
政
治
原
理
的
優
越
性
に
あ
る
と
す
る
以
上
、
そ
し
て
ま
た
戦
争

は
、

一
般

の

観
念

に
お
い
て
、
平
常
性
に
対
す

る
非
常
性
を
意
味
す
る
以
上
、

そ
れ
は
平
常
性
の
原
理
に
非
す
し
て
、
む
し
ろ
非
常
性
の
原
理
に

外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
國
防
國
家
は
、
非
常
時
に
直
面
し
て
、
非
常
的
備
を
な
す
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
非
常
時
ご

平
常
時
と
を
問
は
す
、
絶
え
す
非
常
時

へ
の
備
を
怠
ら
す
に
ゐ
よ
う
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
も
ご
よ
り
、
職
時
に
入
れ
ば
▼
そ
の
非

常
盟
制
は
、
よ
り
高
度
化
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
つ
て
、
國
防
國
家
も
亦
、
高
度
化
的
適
用
を
見
る
に
い
た
る
で
あ
ら
う
。
現
在
非
常

時
だ
と
云
ふ
意
味
で
な
し
に
、
政
治
原
理
の
内
容
が
、
非
常
性
を
帯
び
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
、
國
防
國
家
は
非
常
的
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
國
防
國
家
は
、
緊
急
性
は
持
た
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

一
種
の
恒
久
性
を
帯
び
は
す
る
が
、
國
防
國
家
を
恒
久
化

す
る
こ
ご
は
安
當
で
な
い
。
何
ご
な
れ
ば
、
非
常
性
は
、
あ
く
ま
で
例
外
的
事
態
で
あ
つ
て
、

こ
れ
を
恒
存
化
す
る
こ
と
は
、

い
か

な
る
場
合
に
も
、
妥
當
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

抑
々
國
家
は
何
の
た
め
に
存
在
す
る
か
。
國
際
戦
争

は
、
そ
の

一
つ
の
重
大
な
理
由
に
は
違
ひ
な
い
が
、
國
際
戦
争

が
、
國
家
存

在
の
全
部
的
理
由
で
も
な
く
、
ま
た
最
高
の
存
在
理
由
で
も
な
い
。
勝
利
な
く
し
て
國
民
生
活
の
保
障
は
あ
り
得
な
い
が
、
戦
争
が

唯

一
の
國
民
生
活
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
願
は
く
は
和
平
に
、
戦
争

の
危
機
を
避
け
て
、
生
活
の
充
足
を
は
か
る
こ
と

が
出
來
れ
ば

國
民
生
活
に
ε
つ
て
、
最
も
幸
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

現
時
は
、
國
際
情
勢
か
ら
見
て
も
、
事
変
関
係

か
ら
云
つ
て
も
、
戦
争

へ
の
全
機
能
を
獲
揮
す
べ
き
時
期
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
國

國
凹防
國
日家

の
概
念

●
政
策

●
構
温
氾

一
二
九
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際
生
活
か
ら
云
つ
て
も
、
國
民
生
活
か
ら
云
つ
て
も
、

一
つ
の
変
態
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
現
に

「
非
常
時
」

と
唱

へ
、
「
非
常
時
的
」
備
に
い
そ
し
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
と
く
に
、

わ
九
く
し
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
非
常
性
」
ε

「
緊
急
性
」
ε
の
分
離
で
あ
る
。

緊
急
性
は
、

切
迫
せ
る
時
間
を
意
味
し
、
事
態
の
猫
豫
を
許
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
け
れ
ご
も
、
非
常
性
は
、
事
の
例
外
的
な
る
も
の
で
あ
り
、

変
態
的
虚
置
を
要
す
る
場
合
を
意
味
す
る
。
非
常
性
は
屡

々
、
緊
急
性
と
結
合
し
て
現
は
れ
る
け
れ
ざ
も
、
し
か
し
、
必
す
し
も
さ

う
で
は
な
い
。
戦
時
事
変

の
際
は
、
と
く
に
緊
急
性
を
認
め
得
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
非
常
性
で
あ
つ
て

事
態
の
進
行
の
情
勢
に
件
ひ
、
緊
急
的
な
場
合
も
、
緊
急
的
な
ら
ざ
る
場
合
も
あ
り
得
よ
う
。
支
那
事
変

の
現
段
階

の
や
う
な
、
長

期
戦
膿
制

に
お
い
て
は
、

一
般
的
に
見
て
、
非
常
性
は
濃
厚
で
あ
つ
て
も
、
緊
急
性
は
稀
薄
で
あ
る
と
云
ひ
得
よ
う
。

「國
家
総
動
員
法
」
は
、
緊
急
的
な
ら
ざ
る
非
常
性
を
最
も
よ
く
爽
揮
せ
る
、
立
法
例
こ
す
る
こ
ご
が
で
き
る
ご
考

へ
る
の
で
あ

る
。

・

す
で
に

「軍
需
工
業
動
員
法
」
は
、
単
な
る

戦
時
状
態

の
現
存
の
み
を
前
提
す
る
こ
ご
な
し
に
、
適
用

せ
ら
る
べ
き
法
律

で
あ
つ

た
。
(註
三
一
)
そ
の
意
味
で
、

こ
の
法
律
も
亦
、
緊
急
性
を
持

つ
も
の
で
は
な
く
、
軍
に
非
常
性
に
つ
い
て
の
立
法
で
あ
つ
た
ご
い

ふ
こ
と
が
で
き
九
。

し
か
る
に
國
家
総
動
員
法
に
い
た
つ
て
は
、
第

一
條

に
お
い
て

「戦
時
(戦
争

に
準
す
べ
き
事
変

の
場
合
を
含
む
以
下
之
に
同
じ
)

に
際
し
國
防
目
的
達
成
の
爲
國
の
全
力
を
最
も
有
敷
に
獲
揮
せ
し
む
る
様
人
的
及
物
的
資
源
を
統
制
運
用

す
る
」
法
律
で
あ
る
こ
と



を

定

義

し
、

そ

の

立
法

の
非
常

性

を

賜

に
し

た

け

れ

ご

も
、

同

時

に
、

形
式

的

に
は
}

何

ら
緊

急

的

性

質

を

お
び

な

い
法

律

と
し

て

制

定

せ

ら

れ

た
。

(
註
三
二
)

(
誰
三

一
)

例

へ
ば
第
二
條

乃
至
第
九
條

に
は

「
職
時

に
際
し
」
と
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、,
第
十

一
條
以
下
第

十
四
條
に
は
、

「
軍
事
上
必

要
あ
る
時
は
」
と
規
定
し
、
そ
の
平
時
適
用
を
許
容
し

て
ゐ
る
。

(
註
三

二
)

こ
の
法
律
も
亦
、
職
時

(
叉
は
事
変

)

に
非
ざ

る
平
時

に
適
用
せ
ら

る
べ
き
規
定
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
は
、
云

ふ
ま
で
も
な

い
が
、
前

者
と

そ
の
形
式
を
異

に
し
て
ゐ
る
貼

を
、
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

國
家

総

動

員

法

が
、
具
体
的

規

定

を
勅

令

に
委

任

す

る
方

式

を

と

つ
た

こ

と
は
、

そ

の
主

旨

、

目

的

か

ら
見

て
、

何

ら
緊

急

性

に

備

へ
る

た

め

と
は

思

は

れ

な

い
。

か

や

う

な

立
法

形
式

は
、

む

し

ろ
軍

事

的

特

性

と

し

て
、

臨

機

慮
変

に
、

比
較

的
自

由

な
處

置

を

要

求

す

る

九

め

に
、

と

ら

れ

た

形
式

で

あ

る

と
見

る

べ

き

で
あ

つ
て
、

若

し
、

そ

れ

が
、

眞

に
緊

急

性

の

要
求

に
も

と
つ

い
て

ゐ

る

と
す

れ

ば
、

憲

法

第

八

條

叉

は
第

七
十

條

を

適

用

す

れ
ば

足

る

の

で
あ

る
。

故

に
、

わ

た

く

し

は
、

と
く

に

こ
の
法

律

を

目

し

て
、

緊

急

性

の
な

い
、

非

常

性

の
立

法

で
あ

る

と
す

る

の

で

あ

る
。

「
勅

令

の
定
む

る
所

に
依

り

」

な

る
規

定

を
訣

い
で

ゐ

る
軍

需

工
業

動

員

法

に
至

つ

て

は
、

一
暦

か
や

う
な

性

質

は

明
瞭

で

あ

る

。

次

に
、

こ

の
二

つ
の
法

律

に

つ

い
て
注

目

せ

ら

る

べ

き

は
、
「
國

家

管

理

」

を

規

定

し

て

ゐ
る

こ

と
で

あ

る

。

も

と

よ

り
他

に

「
使

用
」

「
牧

用

」
を

も

認

め
て

は

ゐ

る
が
、

蓮

螢

の
主

要

な

る

形
式

は

「
國

家
管

理

」

で
あ

る
。

こ
れ

に
よ

つ
て
、

わ

が

國
防

國
家

の
統

制
経
済

の
原

理

が
、

國

家

的
管

理
経
済

で

あ

る

と

い

ふ

こ
と

が
認

め

ら

れ

る
。

そ

れ
は
、

ナ

チ

ス

の
所

謂

、
「
國

家
経
済

」
(
S
t
a
a
t
s
w
i
r
t
s
c
h
a
f
t

)

と
、

本

質

的

に
同

一
形
式

を

も

つ
て

ゐ

る

と

云
は

ね
ば

な

ら

な

い
。

國
防
國
家

の
概
念

.
政
〃策

・
構
造

一
三

一
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そ
し
て
、
次
に
、
最
も
問
題
で
あ
る
の
は
、
憲
法
上
の
問
題
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
の
國
家
総
動
員
法
の
適
用
に
よ
つ
て
、

高
度
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
、
わ
が
國
防
國
家
原
理
の
、
憲
法
的
安
當
性
乃
至
合
法
性
の
問
題
で
あ
る
。

「勅
令
の
定
む
る
所

に
依
り
、」

法
律
に
依
つ
て
の
み
制
限
し
得
る
こ
と
を
規
定
し
て
ゐ
る
、

臣
民
の
権
利
義
務
を
制
限
し
よ
う

と
す
る
、

こ
の
國
家
総
動
員
法
の
立
憲
性
及
び
合
法
性
の
問
題
は
、

い
ふ
ま
で
も
な
く
公
樺
的
解
釈

た
る
委
任
命
令
論
で
は
、
諒
解

し
難

い
。
そ
れ
に
代
る
べ
き
種

々
の
見
解
,も
、
す
で
に
多
く
提
唱
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
新
し
い

「法
律
的
命
令
」
の
立

憲
的
根
様
は
、
非
常
性
の
原
理
以
外
に
は
求
め
難

い
。

先
に
述
べ
る
や
う
に
、
緊
急
性
を
根
糠
と
す
る
こ
と
は
、
現
に
法
律
的
立
法
形
式
を
経
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
且
つ
事
實
上
、
豫
見

し
得
る
事
態
を
封
稻

と
し
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
豫
め
備

へ
よ
う
と
す
ぎ

と
こ
ろ
に
そ
の
目
的
が
置
か
れ
て
ゐ
る
以
上
、
こ
れ
を
許

し
難
い
。
故
に
こ
の
立
法
の
特
色
は
、
緊
急
性
の
な
い
非
常
性
で
あ
る
。

非
常
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
的
例
外
性
を
許
容
す
る
と
考

へ
る
見
解
も
あ
る
や
う
で
あ
る
が
、
(註
三
三
)
そ
れ
は
立
憲

の
主
旨
に
悼

り
、
法
治
主
義

の
根
本
原
則
を
破
壌
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
る
ま

い
。
立
法
の
非
常
性
に
よ
る
例
外
的
運
用

に
際
し
て
も
、
ま
た

お
の
つ
か
ら
、
憲
法
的
根
擦
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

(三
三
)
C
a
r
l
 
S
c
h
m
i
t
t

の
理
論
が
こ
の
點
で
顧
み
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
憲
法
論
で
は
、
黒
田
畳
教
授
の
解
釈
が
、
そ
の
例
で
あ
ら
う
。

(
前
出
者
・
第
三
篇

「國
家
法
動
員
法
と
非
常
大
権
」
)

そ
の
憲
法
的
根
擦
を
求
め
る
も
の
の
中
、
注
目
す
べ
き
説
は
、
大
権
の
全
能
性
を
主
張
す
る
理
論
で
あ
る
。
も
冠
よ
り
大
権
は
全



能

で
あ

る

と

い

へ
ざ

も

、

す

で

に
成

文

欽

定

憲

法

を

公

布

し

、

「
朕

が

現

在

及
將

來

の
臣

民

に
率

先

し

此

の
憲
章

を
履

行

し

て
懲

ら

ざ

ら
む

こ

と

を
誓

ふ
」

と

「
告

文

」

に

お

い
て

間

明

せ

ら

れ

て
あ

る
や

う

に
、

敢

へ
て

憲

章

に
叶

は

な

い
、

解

澤

を
立

て

る

こ

と
は

、

そ

の
主

旨

で

は

あ

る

ま

い
。

(
註
三
四
)

(
註
三
四
)

水
木
惣
太
郎

「
職
時
事
変

と
自
由
権
」

(
國
家
學
會
雑
誌
五

三
の
二
及
び

三
)

こ
の
論
文
は
、
論
理
過
程
に
お

い
て
は
、
不
少
共
鳴
を

禁

じ
得
な

い
も
の
が
あ
る
。

か
く

し

て
、

わ

た

く

し
は

、

こ

の
場

合

の
非

常

性

の
根

櫨

を
、

一
部

に
お

い

て

す

で

に
論

難

の
繰

返

さ

れ

て

ゐ

る
第

三

十

一
條

に

求

め

る

こ

と

を
、

安

當

と
信

す

る

の

で
あ

る
。

但

し

、

從

來

の
第

三

十

一
條

の
解
釈

の
や

う

に
、

こ

れ

を
軍

に
、

事

實

的

な

非
常

大

樺

の
運

用

の
規

定

と
し

て
見

よ

う

と
す

る

こ

と

に

は
、

修

正

を

要

す

る

の

で
あ

つ
て
、

こ

の
規

定

を

、

更

に
援

張

解

澤

す

る
必

要

を

認

め
る

。

そ

れ

は
、

第

八
條

が

、

事

後

承

諾

を

必

要

と
す

る

の

と
対
照

的

に
、

こ

の
場

合

は

、

事

前

に
議

會

の

協
賛

を

求

み

て

置

く

こ

と

に
ょ

つ
て
、

「
法

律

に
代

る

べ

き
命

令

」

を

許

容

し

よ

う

と
す

る

も

の

で
あ

る

。

そ

れ

は
實

質

上

は

、

近

時

釜

々
外

國

の
立

法

例

に
頻

繁

に
見

出

さ

れ

る
や

う

に
な

つ

た
行

政

樫

に
対
す

る

立
法

構

の
限

定

的

委

任

に
外

な

ら

な

い
。

イ

タ
リ

ア

一
九

二

六

年

一
月

三
十

一
日

の
法

律

第

百

號

「
法

律

的
命

令

に
關

す

る
法

律

」

(
L
o
i
 
s
u
r
 
l
a
 
 
f
a
c
u
l
t
6
 
d
u
 
p
o
u
v
o
i
r

e
x
e
c
t
i
f
 
d
e
 
p
r
o
m
u
l
g
u
e
r
 
d
e
s
 
r
e
g
l
e
s
 
j
u
r
i
d
i
q
u
e
s
.

)

に

よ

つ
て

、

ま

さ
し

く

、

わ

が

國

家
総

動

員

法

の
立
法

形
式

に
該

當

す

る
、

新

し

い
規

定

を

創

設

し

た

の

で
あ

つ
忙

。
(
註
三
五
)

(
註
三
五
)
D
a
r
e
s
t
e
,
 
L
e
s
 
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
s
 
M
o
d
e
r
n
e
s
,
 
E
u
r
o
p
e
 
I
I
.
 
1
9
2
9
.
 
p
p
.
 
9
5
-
9
6
.

.
拙
著

『
獨
伊
独
裁
政
の
機
構
』
.
二
二
i

二
五
頁

に
、
そ

の
原
文
を
課
載

し
て
置

い
た
。

わ
が
國
家
総
動
員
法

に
つ

い
て
の
解
釈

に
つ
い
て
も
、
同
書
第

一
章
第

二
節

に
詳
諭
し

て
置

い
た
か
ら

國
一防
國
家

の
概
↑念

●
政
笛
小
●
構
性氾

一
三
三



法

政
研
究

第
十
桶巻

第
二
號

二
昌
四

こ
ゝ
に

は
略
説
す
る
。

も
と
よ
り
、
從
來
の
第
三
十

一
條

に
關
す
る
非
常
大
構
に
つ
い
て
の
憲
法
的
解
釈

は
、
そ
の
ま
曳
存
置

し
て
差
支
な
い
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
第
三
十

一
條
は
、
か
や
う
な
新
し
い
立
法
1

ε
く
に
緊
急
性
の
な
い
非
常
立
法
と
し
て
の
法
律
的
命
令

の
、
唯

一
の
根
檬
た
る
べ
き
も
の
で
み
る
。

こ
の
解
釈

を
根
擁
こ
し
て
、
初
め
て
わ
が
國
家
総
動
員
法
の
非
常
性
が
、
明
瞭

に
せ
ら
れ
、
同
時
に
、

こ
の
國
家
総
動
員
法
を
基

礎

ご
し
て
成
立
し
つ
製
あ
る
、
わ
が
國
防
國
家

の
、
憲
法
的
根
擁
が
、
確
立
さ
れ
得

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
わ
た
く
し
た
ち
の
問
題
は
、
わ
が
國
防
國
家
の
常
時
性
叉
は
恒
久
性
を
認
め
る
見
解
の
批
判

に
麟
つ
て
く
る
。
い
や
し

く
も
國
防
國
家
が
、
わ
が
欽
定
憲
法

に
矛
盾
な
く
、
こ
の
憲
法
そ
の
も
の
玉
上
に
成
立
す
べ
き
現
實
の
事
賀
的
要
請
を
肯
定
せ
ざ
る

を
得
な
い
限
り
、
國
防
國
家
の
恒
久
性
ε
常
時
性
ご
を
認
め
る
こ
と
は
、
憲
法
解
釈

的
に
も
許
容
せ
ら
れ
な
い
。
若
し
も
、
そ
の
恒

常
性
を
要
求
せ
ん
ご
す
る
者
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
は
、
先
づ
こ
の
欽
定
憲
法
條
章
の
改
康
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
一

は
、
云
ふ
ま
で
も
な
く
重
大
事
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
憲
法
の
合
法
的
解
釈

の
許
容
さ
れ
る
範
囲

に
お
い
て
、
わ
が
國
に
可
能
な
國

防
國
家
は
、
こ
の
第
三
十

一
條
を
根
慷
ε
す
る
こ
こ
ろ
の
、
「
職
時
又
は
國
家
事
変

の
場
合
」

を
前
提
ご
し
叉
は
豫
想
し
て
の
、
非

常
的
原
理
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
へ註
三
六
)

(
証
三
六
)

陸
軍
省
情
報
部
が
希
望
し
た
と
こ
ろ
の
、
國
防
國
家
の
下
に
お
け
る
、

「憲
法
の
自
由
解
羅
の
修
正
」
も
、
こ
の
點
に
關
し
て
は
、
こ

の
程
度
に
お
い
て
の
み
可
態
な
の
で
あ
ら
う
。

(註
二
六
、
参
照
)



し
た
が
つ
て
、
ま
た
、
わ
が
國
防
國
家
的
原
理
が
、
現
實

に
そ
の
指
導
性
を
有
す
る
限
り
、
わ
が
憲
法
の
常
時
的
規
定

(
そ
れ
は

法
治
主
義
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
は
、
條
章
の
関
係
す
る
範
囲

に
お
い
て
、
暫
定
的
に
停
止
さ
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
つ

て
、
決
し
て
、
そ
れ
が
消
滅
し
た
の
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
國
防
國
家
は
、
正
し
い
意
味
で
の
革
新
な
の
で
は
な
い
。
正
し
い
意
味
で
の
革
新
は
、
非
常
性
に
よ
る

暫
定
的
虚
置
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
、
法
治
國
家
の
文
化
國
家

へ
の
恒
久
的
な
転
換

、
叉
は
法
治
國
家
の
経
済
國

家

へ
の
完
全
な
獲
展
に
よ
つ
て
の
み
、
可
能
に
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
國
防
國
家
は
、
文
化
國
家
的
な

一ニ

ア

ン
ス
も
、
ま
た
経
済

國
家
的
な

ニ
ュ
ア

ン
ス
も
、
こ
れ
を
包
含
し
て
は
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
時
代
的
反
映
で
あ

つ
て
、
本
質
的

に
は
、
憲
法
を
破
壊
す
る
こ

と
な
く
、
そ
の
基
礎

の
上
で
成
り
立
つ
て
ゐ
る
限
り
、
國
防
國
家
は
、
軍
に
、
例
外
的

・
非
常
的

・
異
常
的
原
理
の
嚢
動

に
外
な
ら

な
い
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
こ
の
大
勢

に
便
乗
し
て
、
眞
正
な
文
化
國
家
又
は
経
済

國
家
の
確
立
を
敢
行
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
1

現
に
そ
れ
は
屡

々
政
治
的
策
動
の
基
調
を
な
し
て
ゐ
る
や
う
に
ー

も
と
よ
り
在
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
や
う
な
企
圖
は
、
上
述
す
る

や
う
な
國
防
國
家

の
時
代
的

ニ
ュ
ア
ン
ス
と
し
て
の
み
、
満
足
せ
ら
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。

最
後
に
、
す
で
に
國
防
國
家

の
國
民
組
織
的
要
求
と
し
て
、
「國
防
的
國
民
」
(
D
a
s
 
W
e
h
r
v
o
l
k

)
の
主
張
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
想

起
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
わ
が
國
の

「新
體
制

」
が
生
る
べ
き
要
因
は
、
こ
ゝ
に

あ
つ
た
の
で
あ
る
。
事
賀
上
、
新
盟
制
準
備
會
の
近

衛
首
相
の
聲
明
に
も
あ
つ
た
や
う
に
、
國
防
國
家
は
、

「
國
民
組
織
の
確
立
」
を
目
標
と
し
て
ゐ
る
。

そ
の
本
質
は
、
し
た
が
つ
て

國
防
國
家
の
概
念
.
政
策

・
構
造

一
三
五



法

政

研

究

第
十

一巻

第
二
號

コ
三
ハ

「
國
防
的
國
民
」
の
創
設
及
び
練
成
に
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

}

果

し

て

し

か
ら

ば

、

こ

の
新

膿

制

は

、

政

治
運

動

と

し

て

の

一
窯

制

の
確

立

で

も
な

く
、
経
済

統

制

の
た

め

の
疏

通
網

で

も

な

く

ハ
ー
ゼ

ル

マ
イ

ヤ
ァ

の
所

謂

、

ユ
國

防
教

育

」

の

た

め

の
組

織

網

で
あ

る
。

「
國

防
教

育

」

(
W
e
h
r
e
r
z
i
e
h
u
n
g

)

は

「
軍

人
教

育

」

(
d
i
e
 
s
o
l
d
a
t
i
s
c
h
e
 
E
r
z
i
e
h
u
n
g
 
 
a
n
d
 
A
u
s
b
i
l
d
u
n
d

)

と
異

り
、

國

民

…徴
兵

制

度

と
は

異

り

、
「
経
済

職

」
や

「
心
職

」

を

必

要

と

す

る
総

力
職

に
堪

え

得

る
國

民

を
練

成

す

る

こ
と

を
意

味

す

る
。

(
註
三
七
)

わ

が

「
大

政
翼

賛

會

」
運

動

や

、

先

の

「
精
神
総

動

員

」
運

動

が

、

十

分

の
発
展

を

と
げ
得

な

い
こ

と

は
、

専

ら

、

か
や

う

な

運

動

の
性

格

を

理

解

せ
す

、

不

純

ま

た

は
不

合

理

な

要
講

が

、

こ

の
運

動

の
う

ち

に
混

入

し
、

運

動

そ

の

も

の
を

不
透

明

且

つ
不

純

な

も

の

と

し

た

た

め

と

云
は

ね
ば

な

ら

な

い
。

そ

こ

に

は
、

所

謂

、

「
革
新

」

的
便

乗
主

義

が
、

あ

ま

り

に
も
複

雑

に
作

用

し

た

た

め

と
見

る

べ
き

で
あ

ら

う

。

(
註
三
七
)

前
田
書

.
三
六
頁
獨
逸

語
原
本

・
二
〇
頁
。
)

〔
附

記

.
本
論
文
は
、
本
來
そ

の
主
題
を
編
輯
部
か
ら
提
出

せ
ら
れ
た
と
き
、
元
助
手
圓
堂
武
雄
君
と
の
共
同
研
究
に
す
る
計
豊

の
も
と
に
着
手

せ
ら
れ
た
も

の
で
あ

つ
て
、
圓
堂
君
は
、
わ
た
く
し

の
理
論

に
も
と
つ

い
て
、
最
後

の
日
本
憲
法
と
國
家
総
動
員

法
と

の
関
係
を
研
究
し
、
す
で

に
そ
の
稿

は
成
り
、
現
に
わ
た
く
し
の
手
元
に
あ

る
の
で
あ
る
が
。
同
君
は
、
入
瞥
し

て
北
支

に
田
征
し

て
し
ま

つ
た
た
め
、
互

に
打
合

せ
て
綜

合
要

論
文
に
す

る
方
蒙

な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
本
論
文
は
・
全
部
わ
た
e
し
が
華

し
て
し
ま

つ
た
の
で
あ
る
が
・
圓

箸

の
残

し

て
行

っ
た
論
文
か
ら
受
け
た
示
峻
も
少
く
な

い
の
で
あ

る
。
同
君

の
論
文
は
、
別

に
適
當
な
嚢
表
の
機
會
を
持

ち
た

い
と
思

ふ
。

同
時

に
、
本
論

文
は
、
わ
た
く
し

の
、
突
然

の
旋

行
計
壷

の
た
め
に
、
事
實

上
極
め
て
軍
時
日

の
間

に
、
完
稿
を
飴
義

な
く
さ
れ
、
冗
長
と
未
熟
な
部
分
が
多

い

と
思

ふ
。
寛
怒
を
乞
ふ
次
第
で
あ
る
。

三
月
十
二
日
完
稿

の
日
〕


